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１ 　 計画策定の趣旨

　 山形県は、 食育基本法（ 平成17年７ 月施行） を踏まえ、 平成18年12月に「 山形県食育推

進計画」 を 策定し 、 県内の各界各層と 連携し ながら 、 食に関する正し い知識の普及をはじ

め、県民の生涯にわたる心身の健康の保持等に向けた取組みをスタ ート さ せまし た。 また、

平成19年３ 月に「 山形県地産地消推進計画」 を 策定し 、 生産者と 消費者、 実需者と の共感

関係の構築と 「 食」 と 「 農」 についての県民理解の促進を 柱に、各種施策を 展開し まし た。

　 平成29年３ 月に策定し た「 第２ 次山形県食育・ 地産地消推進計画」 においては、「 やま

がたの豊かな食でつく る『 心』 も 『 体』 も 健康ないき いき 社会の実現」 を基本目標に、「 健

康を 支える望まし い食生活の推進」、「 暮ら し の多様化に応じ た食育の推進」 など５ つの柱

を位置づけ、 幅広い分野で様々な活動を 展開し てき まし た。

　 本県が、 食育・ 地産地消に取り 組んで今年で15年目を迎えます。 こ の間、 地域に根ざし

た活動を展開する食生活改善推進協議会やＮ Ｐ Ｏ 等による子ども 達の農業体験や郷土料理

等の調理体験の機会づく り を はじ め、 食と 健康に関するフ ェ アの開催等、 多彩な食育活動

が展開さ れてき まし た。 また、 県内各地に産地直売所が定着し 、 その販売額が増加傾向で

推移すると と も に、 学校給食における県産農林水産物の利用拡大が図ら れるなど、 生産者

の顔が見える地産地消の取組みも 着実に進展し ています。

　 し かし 、 依然と し て子ども や若い世代において朝食欠食が減ら ないこ と に加え、 食生活

に起因する生活習慣病等の健康問題、 高齢者の低栄養等の問題が存在し ます。 さ ら に、 新

型コ ロナウイ ルス感染症の影響により 、 基礎疾患を 有する高齢者等の重症化リ スク の高ま

り や、 自粛生活でのスト レス、 体重の増加など、 健康と 命に関わる問題も 顕在化し ていま

す。「 新型コ ロ ナウイ ルス感染症に負けない身体づく り 」 と いう 新たな視点で 、 新し い生

活様式に対応し 、 県民一人ひと り の健康と 命を 支える食生活や生活習慣を適切なも のと し

ていく 必要があり ます。
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　 こ のよう な情勢を踏まえ、 政府においては、 ①生涯を通じ た心身の健康を 支える食育の

推進、 ②持続可能な食を 支える食育の推進、 ③「 新たな日常」 やデジタ ル化に対応し た食

育の推進を 重点事項と する「 第４ 次食育推進基本計画」 を 令和３ 年３ 月に策定し まし た。

　 本県は、 こ う し た社会情勢の変化や政府の動向を 踏まえ、 子ども から 高齢者まで、 県民

一人ひと り が食と 農への理解を深めると と も に、 適切な食生活を 実践し 、 健康で暮ら すこ

と ができ るよう 、 また、 地産地消を 通じ て、 県民が本県の豊かな食を 楽し むと と も に、 本

県の農林水産業が元気になれる よう 、「 第３ 次山形県食育・ 地産地消推進計画」 を 策定し

ます。

２ 　 計画の位置づけ

　 こ の計画は、 本県における食育や地産地消のあるべき 姿を 示すと と も に、 その実現に向

けて必要な施策を 総合的かつ計画的に推進するための基本方針と なるも のであり 、 次の法

令等に規定する計画と し て位置付けます。

　 ⑴　 食育基本法（ 平成17年６ 月17日法律第63号） 第17条に規定する都道府県食育推進計画

　 ⑵…　 地域資源を 活用し た農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利

用促進に関する法律（ 平成22年12月３ 日法律第67号） 第41条に規定する地域の農林水

産物の利用の促進についての計画

　 同時に、 本計画は、 本県の県づく り の指針と なる「 第４ 次山形県総合発展計画」 を踏ま

えると と も に、 県の関係部局が所管する関連計画、 各市町村において策定さ れる市町村食

育推進計画等と 相互に連携・ 補完し ながら 、食育・ 地産地消を効果的に推進するも のです。

　 ○「 第４ 次山形県総合発展計画」（ 令和２ 年３ 月策定）

　 ○「 第６ 次山形県教育振興計画（ 後期計画）」（ 令和２ 年３ 月策定）

　 ○「 やまがた食の安全・ 安心アク ショ ンプラ ン（ 第６ 期）」（ 令和３ 年３ 月策定）

　 ○「 健康やまがた安心プラ ン（ 中間見直し 版）」（ 平成30年３ 月策定）

　 ○「 やまがた子育て応援プラ ン（ 令和２ 年度～６ 年度）」（ 令和２ 年３ 月策定）
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　 〇「 第二次山形県子ども の貧困対策推進計画」（ 令和３ 年３ 月策定）

　 ○…「 第３ 次山形県循環型社会形成推進計画（ 山形県食品ロス削減推進計画を 含む。）」（ 令

和３ 年３ 月策定）

　 ○「 山形県農林水産業振興計画」（ 平成29年３ 月策定）

　 ○「 第４ 次農林水産業元気創造戦略」（ 令和３ 年３ 月策定）

　 ○「 第３ 次やまがた６ 次産業化戦略推進ビジョ ン」（ 令和３ 年３ 月策定）

　 〇「 山形県有機農業推進計画」（ 令和元年８ 月策定）

　 〇「 全県エコ エリ アやまがた農業推進プラ ン」（ 平成29年３ 月策定）

３ 　 計画期間

　 本計画の計画期間は、 令和３ 年度から 令和６ 年度までの４ 年間と し ます。

　 ただし 、 計画期間中に社会状況等に大き な変化が生じ た場合は、 必要に応じ て所要の見

直し を 行います。

―…3…―



１ 　 人口及び世帯数の推移

⑴　 山形県の将来推計人口

　 本県の人口は、 令和２ 年の106万人から 、 令和27年には約77万人に減少する と 推計さ れ

ています。 特に15～64歳は約36万人まで減少し 、 生産年齢人口の割合が２ 分の１ 以下にな

ると 予想さ れています。

…

⑵　 核家族化の状況

　 本県の３ 世代同居率は、 全国第１ 位ですが、 核家族世帯数は年々増加し ており 、 平成27

年には195,520世帯と 全世帯の半数を 占めています。

…

Ⅱ　 ｢食｣ と 「 農」 を巡る現状と 課題

1 4｠ 1 2｠ 1 1｠ 1 0｠ 9｠ 8｠ 7｠

6 4｠
5 9｠

5 4｠ 5 0｠ 4 6｠ 4 1｠ 3 6｠

3 5｠
3 6｠

3 7｠
3 6｠

3 5｠
3 4｠

3 3｠

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

H2 7 R2 R7 R1 2 R1 7 R2 2 R2 7

山形県の将来推計人口

6 5 歳以上

1 5 ～6 4歳

0 ～1 4 歳

資料：総務省「 国勢調査」(H2 7 )、国立社会保障・ 人口問題研究所「 日本の地域別将来推計人口」（ 平成3 0（ 2 0 1 8 ）年推計）を基に作成
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資料： 総務省「 国勢調査」   
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２ 　 消費の変化

⑴　 国民１ 人・ １ 年当たり の品目別消費量の推移

　 高齢化の進行を 背景に国民１ 人当たり の食料消費量は、 米や野菜、 魚介類を 中心に近年

減少傾向にあり 、 今後も 減少すると 見込まれます。 …

…

⑵　 消費者の食料支出額に占める生鮮食品、 加工食品及び外食の割合の推移

　 内食から 中食への食の外部化が進展し 、 食料支出が生鮮食品から 付加価値の高い加工食

品にシフ ト すると 見込まれています。 特に、 今後増えるこ と が予想さ れる単身世帯におい

てその傾向が強まると 見込まれます。
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資料： 農林水産省「 食料需給表」 
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⑶　 食に関する志向

　 国民の食の志向をみると 、 健康、 経済性、 簡便化、 安全の順に高く 、 特に健康志向及び

簡便化志向は増加傾向にあり ます。 年代別でみると 、 高齢層は健康志向や安全志向、 手作

り 志向が高い一方、 若い世代は経済性志向や簡便化志向が高い傾向にあり ます。

　 本県においても 核家族化が進行すると と も に食の外部化や簡便化の傾向が年々強まっ て

います。 こ のため、 今後、 こ れまで家庭や地域で受け継がれてき た地域の伝統食や行事食

等の山形の食文化の継承が困難になるこ と が危惧さ れます。
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 資料： 日本政策金融公庫「 消費者動向調査」（ R1 ）  

（ ％）

資料： 日本政策金融公庫「 消費者動向調査」（ R1 ）  

―…6…―



３ 　 県民の「 食育・ 地産地消」 に関する意識

⑴　 食育への関心度

　 令和２ 年度県政アンケート 調査（ 以下、「 県政アンケート 調査」 と いう 。） によれば、「 食

育に関心がある」（ 「 どちら かと いえば関心がある」 を含む。） と 回答し た人の割合は、 男

女別でみると 、 男性が女性より も 低い傾向にあり ます。 全国（ 令和元年調査） と 比較する

と 、 男女と も おおむね全国の水準を 下回っ ています。 県民の食育への関心度は、 新型コ ロ

ナウイ ルス感染症の拡大を受けても 全国の水準に達し ていません。 県内における食育のさ

ら なる普及啓発が必要です。

⑵　 ふだんの食生活で特に力を 入れたい食育の内容 

　 県政アン ケート 調査によ る と 、 ふだんの食生活で特に力を 入れたい食育の内容と し て、

「 栄養バラ ンスのと れた食生活の実践」 が一番多く 、次に「 健康に留意し た食生活の実践」

と なっ ています。 また、 全国と 比較すると 、 山形県は「 地域性や季節感のある食事」、「 調

理方法・ 保存方法の習得」 への意識は高い一方、「 食べ残し や食品の廃棄削減」、「 食品の

安全性の理解」、「 規則正し い食生活の実践」 に対する意識は低く なっ ています。
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資料： 農林水産省「 食育に関する意識調査」（ R1）  

山形県「 県政アンケート 調査」（ R2）     
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―…7…―



⑶　 新型コ ロナウイ ルス感染症の拡大による食習慣や生活習慣の変化

　 県政アンケート 調査によると 、新型コ ロナウイ ルス感染症拡大の影響を受け、約６ 割が、

「 自宅で同居する家族と 一緒に過ごす時間が増えた」、「 自宅で料理などを行い、 家族と 一

緒に食べる機会が増えた」、「 健康を 意識し た食生活を するよう になっ た」、「 調理の際、 食

品の無駄を なく し 廃棄物をなるべく 出さ ないよう になっ た」 と 回答し ています。 新型コ ロ

ナウイ ルス感染症の拡大により 、生活様式や食習慣に大き な影響があっ たこ と が伺えます。

ふだんの食生活で特に力を入れたい食育の内容

資料： 農林水産省「 食育に関する意識調査」（ R1 ）  

山形県「 県政アンケート 調査」（ R2 ）

    

 

0 .8  

6 .9  

1 1 .5  

1 4 .1  

1 9 .8  

1 3 .7  

3 2 .8  

4 1 .3  

1 6 .8  

3 8 .5  

2 5 .3  

2 7 .3  

4 4 .7  

2 6 .6  

4 1 .5  

5 0 .1  

0 .7  

3 .2  
3 .7  

5 .0  

7 .1  

1 2 .2  

1 3 .1  

1 4 .0  

1 9 .9  

2 2 .4  

2 3 .2  

2 5 .9  

2 7 .8  

2 8 .6  

3 5 .3  

3 8 .1  

4 3 .4  

5 2 .0  

わから ない

その他

生産から 消費までのプロ セスを理解し たい

家族と 調理する 機会を増やし たい

自分で調理する 機会を増やし たい

食事の正し い作法を習得し たい

食文化を伝承し ていき たい

家族や友人と 食卓を 囲む機会を増やし たい

食品の安全性について理解し たい

調理方法・ 保存方法を習得し たい

規則正し い食生活を実践し たい

地場産物を購入し たい

おいし さ や楽し さ など食の豊かさ を大切にし たい

食べ残し や食品の廃棄を削減し たい

地域性や季節感のある食事をと り たい

健康に留意し た食生活を実践し たい

栄養バラ ン スのと れた食生活を実践し たい

山形県

全国

 

 

（ ％）  
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⑷　 食育・ 地産地消を 推進するために行う べき 取組み 

　 県政アンケート 調査によると 、食育・ 地産地消を推進するために行う べき 取組みと し て、

「 産地直売所や朝市などの魅力アッ プ」 が一番多く 、 以下「 学校給食における県産農林水

産物の利用拡大」、「 子ども を 対象と し た農業体験や調理体験などの食農教育の充実」 の順

と なっ ています。

7 .5  

1 3 .1  

1 3 .7  

1 3 .7  

1 7 .8  

1 8 .6  

1 9 .5  

2 8 .8  

3 4 .6  

1 1 .6  

1 9 .9  

2 1 .9  

2 9 .0  

4 1 .7  

3 9 .5  

3 3 .1  

3 0 .3  

2 8 .2  

3 3 .4  

2 6 .6  

4 1 .9  

3 8 .1  

2 7 .9  

2 8 .4  

3 2 .3  

2 4 .4  

2 0 .0  

4 3 .2  

3 6 .2  

1 9 .5  

1 5 .6  

9 .8  

1 0 .3  

1 1 .9  

1 2 .3  

1 2 .9  

4 .4  

4 .2  

3 .1  

3 .6  

2 .8  

3 .1  

3 .2  

4 .1  

4 .3

業者の宅配などを利用する機会が増えた

インタ ーネット ショッピングなど通販を利用する機会が増えた

食品購入の際、普段より 多く 買う よう になった

食品購入の際、地元産の農水産物等を積極的に買う よう になった

調理の際、食品の無駄をなく し 廃棄物をなるべく 出さ ないよう になった

健康を意識し た食生活をするよう になった

食品購入の際、食品表示を確認する等食の安全安心を気にするように

なった

自宅で料理などを行い、家族と 一緒に食べる機会が増えた

自宅で同居する家族と 一緒に過ごす時間が増えた

新型コ ロナウイ ルス感染症の拡大による食習慣や生活習慣の変化

そう 思う まあまあそう 思う あまり 思わない 全く 思わない 無回答

 資料： 山形県「 県政アンケート 調査」（ R2 ） 

（ ％）  

 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

無回答

その他

企業が従業員に対して行う「 健康経営」への支援の充実

食育・ 地産地消の推進に係る指導者の育成

SN Sを活用し た情報発信の強化

共食の場（ こども 食堂等）への支援

外食事に栄養バランスの良い食を選択するための栄養表示の推進

農林漁業者と 食品製造業者が連携し た新たな商品の開発

県産農林水産物の魅力発信拠点（ 農林漁家民宿・レスト ラン等）の充実

食品ロス削減のための環境教育等による啓発

郷土料理のレシピ動画の配信

子ども を対象とした農業体験や調理体験などの食農教育の充実

学校給食における県産農林水産物の利用拡大

産地直売所や朝市などの魅力アッ プ

食育・ 地産地消を推進するために行う べき 取組み

資料： 山形県「 県政アンケート 調査」（ R2 ） 

 
（ ％）  

5 5 .5

4 2 .5  

2 9 .7

2 5 .0

2 3 .3

2 0 .7

1 7 .7

1 6 .0

1 4 .2

1 3 .1

1 1 .8

6 .5

3 .3

1 0 .1
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４ 　 食生活の状況

⑴　 朝食欠食率の状況

　 ①　 年代別の朝食欠食率

　 全国的に、 朝食の欠食率は女性より 男性が高く 、 また若い年代ほど高い傾向にあり ま

す。 20～40歳代では約４ 人に１ 人が欠食し ています。 こ の背景と し て就職、 進学等によ

り 家庭や学校と いっ た「 食育の場」 から 離れ、 一人暮ら し と なり 生活が不規則になり が

ちであるこ と が指摘さ れています。

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

Ｈ 2 4 Ｈ 25 Ｈ 2 6 Ｈ 27 H28 H29 H30

朝食の欠食率（ 男性）

2 0 歳代

3 0 歳代

4 0 歳代

5 0 歳代

6 0 歳代

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

Ｈ 2 4 Ｈ 25 Ｈ 2 6 Ｈ 27 H28 H29 H30

朝食の欠食率（ 女性）

2 0 歳代

3 0 歳代

4 0 歳代

5 0 歳代

6 0 歳代

（ % ）  

 

資料： 厚生労働省「 国民健康・ 栄養調査」（ H2 4 ～H30 ）  

（ % ）  

2 9 .5  2 9 .5  3 0 .0  3 0 .0  

3 7 .0  3 7 .0  

2 4 .0  2 4 .0  

3 7 .4  3 7 .4  

3 0 .6  3 0 .6  
2 9 .9  2 9 .9  

2 5 .8  2 5 .8  2 6 .4  2 6 .4  

2 9 .3  2 9 .3  2 5 .6  2 5 .6  2 6 .5  2 6 .5  2 8 .3  2 8 .3  
2 5 .8  2 5 .8  

2 3 .3  2 3 .3  1 9 .6  1 9 .6  
2 1 .1  2 1 .1  2 1 .9  2 1 .9  

2 3 .8  2 3 .8  
2 5 .6  2 5 .6  2 4 .5  2 4 .5  

1 3 .1  1 3 .1  

1 7 .8  1 7 .8  

1 3 .4  1 3 .4  

1 6 .4  1 6 .4  
1 8 .0  1 8 .0  

1 9 .4  1 9 .4  1 8 .0  1 8 .0  

5 .8  5 .8  5 .2  5 .2  

8 .5  8 .5  8 .0  8 .0  
6 .7  6 .7  

7 .6  7 .6  
8 .2  8 .2  

2 2 .1  2 2 .1  

2 5 .4  2 5 .4  
2 3 .5  2 3 .5  

2 5 .3  2 5 .3  

2 3 .1  2 3 .1  2 3 .6  2 3 .6  

1 8 .9  1 8 .9  

1 4 .8  1 4 .8  

1 3 .5  1 3 .5  

1 8 .3  1 8 .3  

1 4 .4  1 4 .4  

1 9 .5  1 9 .5  

1 5 .1  1 5 .1  
1 2 .7  1 2 .7  1 2 .1  1 2 .1  

1 2 .2  1 2 .2  

1 3 .5  1 3 .5  
1 3 .7  1 3 .7  

1 4 .9  1 4 .9  

1 5 .3  1 5 .3  

1 2 .6  1 2 .6  

9 .2  9 .2  

1 3 .9  1 3 .9  

1 0 .7  1 0 .7  
1 1 .8  1 1 .8  

1 1 .7  1 1 .7  

1 1 .4  1 1 .4  

1 3 .0  1 3 .0  

5 .3  5 .3  
4 .4  4 .4  

7 .4  7 .4  6 .7  6 .7  6 .2  6 .2  
8 .1  8 .1  

5 .3  5 .3  
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　 ②　 県内児童生徒の朝食摂取率

　 …　 朝食を 毎日食べている 県内の児童、 生徒の割合を みる と 、 令和元年度は小学６ 年生

88.9％、 中学３ 年生で87.2％であり 、 ４ 年前に比べ、 小学６ 年生は2.1ポイ ン ト 、 中学３

年生は0.3ポイ ント 下がっ ています。 全国と 比べると 、令和元年度では、 小学６ 年生は2.2

ポイ ント 、 中学３ 年生は4.9ポイ ント 高く なっ ています。

…朝食を毎日食べている割合

⑵　 食生活と 健康の状況

　 県民の食塩の摂取量を 年齢階級別にみると 、 15歳以上においては、 各年代と も 全国を 上

回る 水準です。 野菜の摂取状況を みる と 、 7～14歳、 20～29歳、 50～59歳、 60～69歳、 70

歳以上の層で全国を上回っ ているも のの、 若い年代の摂取量は少ない傾向にあり ます。

　 減塩により 血圧を低下さ せ、 結果的に循環器疾患を 減少さ せるこ と ができ ると 考えら れ

ており 、 生活習慣病の予防や改善には、 味覚が形成さ れる子ども の頃から 望まし い食生活

を意識し 、 実践でき るよう にするこ と が重要です。

（ 単位： ％）

小　 　 学　 　 校 中　 　 学　 　 校

山 形 県 全　 　 国 山 形 県 全　 　 国

H2 7 年度 R1 年度 H2 7 年度 R1 年度 H2 7 年度 R1 年度 H2 7 年度 R1 年度

食べている 9 1 .0  8 8 .9  8 7 .6  8 6 .7  8 7 .5  8 7 .2  8 3 .8  8 2 .3  

どちら かと いえば食べている 6 .5  7 .8  8 .0  8 .6  8 .3  8 .3  9 .7  1 0 .8  

あまり 食べていない 2 .2  2 .7  3 .4  3 .6  3 .3  3 .5  4 .7  4 .9  

全く 食べていない 0 .3  0 .5  0 .9  1 .0  0 .9  1 .0  1 .9  2 .0  

その他・ 無回答 0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  0 .0  

資料： 文部科学省「 全国学力・ 学習状況調査」

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

総数 1 ～6 歳 7 ～1 4 歳 1 5 ～1 9 歳 2 0 ～2 9 歳 3 0 ～3 9 歳 4 0 ～4 9 歳 5 0 ～5 9 歳 6 0 ～6 9 歳 7 0 歳以上

年代別 食塩の平均摂取量

山形県 全国

（ ｇ /日）  

資料： 厚生労働省「 国民健康・ 栄養調査」（ H28 ）  

山形県「 県民健康・ 栄養調査」（ H28 ）  

1 0 .0  

5 .4  

8 .4  

1 0 .1  1 0 .0  
9 .5  9 .4  

1 0 .2  

1 1 .1  
1 0 .5  

9 .6  

5 .4  

8 .7  
9 .3 9 .3 9 .5  9 .4  

9 .9  
1 0 .5  

1 0 .0  
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…

…

⑶　 肥満と やせの状況

　 30～50歳代の働き 盛り 世代は、 生活習慣病等の健康問題が顕在化する年代です。 特に40

歳代の男性の肥満割合はおよそ４ 割にのぼり ます。 一方、 女性は20歳代、 30歳代でやせの

割合が高い状況にあり ます。 …

　 生活習慣病の予防及び健康寿命の延伸、 妊娠・ 出産の安全性の確保等を踏まえ、 県民一

人ひと り が、 望まし い食生活と 健康について認識でき るよう にする必要があり ます。

0

50

1 00

1 50

2 00

2 50

3 00

3 50

年代別 野菜の平均摂取量

山形県 全国

（ ｇ /日）  

資料： 厚生労働省「 国民健康・ 栄養調査」（ H2 8 ）  

山形県「 県民健康・ 栄養調査」（ H2 8）  

総数 1 ～6 歳 7 ～1 4 歳 1 5 ～1 9 歳 2 0 ～2 9 歳 3 0 ～3 9 歳 4 0 ～4 9 歳 5 0 ～5 9 歳 6 0 ～6 9 歳 7 0 歳以上

275.1

137.0 

245.8

210.6

258.6

236.9
227.3

285.3

317.7
306.5

265.9

149.0 

242.1
233.5 232.1

245.4 246.0 

271.8

304.8 300.6

 
資料： 山形県「 県民健康・ 栄養調査」（ H2 8 ） 

年代別 肥満と やせの状況 

｠

｠

｠ ｠

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

2 0 歳代 3 0 歳代 4 0 歳代 5 0 歳代 6 0 歳代 7 0 歳以上

〈 男 性〉

肥満 普通 やせ

｠ ｠
｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠
｠ ｠ ｠ ｠

｠ ｠
｠ ｠ ｠ ｠

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

2 0 歳代 3 0 歳代 4 0 歳代 5 0 歳代 6 0 歳代 7 0 歳以上

〈 女 性〉

肥満 普通 やせ

（ ％）（ ％）

19 .619 .6
2 7 .12 7 .1

3 8 .838 .8
3 1 .63 1 .6 33 .533 .5

2 1 .22 1 .2

6 9 .269 .2
6 6 .16 6 .1

59 .359 .3
6 5 .86 5 .8 64 .564 .5

7 1 .87 1 .8

11 .211 .2 6 .86 .8 1 .91 .9 2 .52 .5 2 .02 .0 6 .96 .9

1 7 .41 7 .4 1 4 .31 4 .3
21 .921 .9 2 2 .12 2 .1 22 .522 .5 2 3 .42 3 .4

6 5 .16 5 .1 6 8 .36 8 .3
67 .067 .0 6 7 .96 7 .9 69 .069 .0 6 7 .36 7 .3

1 7 .41 7 .4 1 7 .41 7 .4
11 .111 .1 1 0 .01 0 .0 8 .58 .5 9 .39 .3
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５ 　 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ と 食育に関する状況

⑴　 環境と 調和し た持続性の高い農業の取組状況

　 持続可能な開発目標（ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ） において、 持続可能な生産・ 消費を 確保するため「 つ

く る責任、 つかう 責任」 が目標の一つに掲げら れています。 県内の環境保全型農業の取組

状況を みると 、 化学肥料、 化学合成農薬の使用を慣行栽培の半分以下に低減し た特別栽培

の取組みは拡大傾向にあり 、 令和元年の特別栽培農産物認証面積は、 14,837ha と ５ 年前に

比べ8.6％増加し ています。

　 今後と も 、 農業生産における環境負荷低減の取組みを進めると と も に、 農産物の安全性

確保も 一体的に取り 組んでいく こ と が求めら れます。 あわせて、 県民の食と 農業を 取り 巻

く 環境に対する理解の促進やエシカ ル消費につなげるこ と も 必要です。

…

⑵　 食品ロス量の状況

　 日本の食品廃棄物等は年間2,550万ト ン（ H29） です。 そのう ち、 本来食べら れるのに捨

てら れる「 食品ロス」 の量は年間612万ト ン（ 各家庭から 発生する量が284万ト ン、 事業活

動を 伴っ て発生する 量が328万ト ン） と 推計さ れています。 日本人１ 人当たり にする と 約

48kg ／年と なり 、 1人が毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているのと 同じ 量になり ます 。 Ｓ

Ｄ Ｇ ｓ では、 2030年までに小売・ 消費レ ベルにおける世界全体の食料廃棄を 半減さ せ、 生

産・ サプラ イ チェ ーンにおける食品ロス量を減少さ せる目標を掲げています。

　 事業者はも ちろ んのこ と 、 規格外や見切り 食品の購入、 調理方法の工夫、 外食の際の小

盛り メ ニュ ー等の活用、 持ち帰り 等、 一人ひと り が食品ロス量の削減に取り 組むこ と が必

要です。

1 0 0 0 0

1 1 0 0 0

1 2 0 0 0

1 3 0 0 0

1 4 0 0 0

1 5 0 0 0

1 6 0 0 0

H2 6 H2 7 H2 8 H2 9 H3 0 R1

山形県の特別栽培農産物認証面積の推移

資料： 山形県農業技術環境課調べ
 

（ ha ）
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⑶　 子ども 食堂など子ども の居場所の状況

　 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ は「 誰一人取り 残さ ない社会」 をスローガンに、 飢餓の解消やすべての人に健

康と 福祉、 教育の機会を 与えるこ と を目標と し ています。 こ れに関連し て、 全国では、 支

援を 必要と する子ども への食事提供や孤食の解消、 豊かな食材による食育、 地域における

交流の場づく り 等につなげるため、 3,700を 超える子ども 食堂が開設さ れています。

　 本県においても 、 令和元年39か所の子ども 食堂が展開さ れ、 子ども 達の居場所と なっ て

います。

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

Ｈ 2 4 年度 Ｈ 25 年度 Ｈ 2 6 年度 Ｈ 27 年度 Ｈ 28 年度 Ｈ 29 年度

全国の食品ロス量の推移

外食産業 食品小売業 食品卸売業 食品製造業 家庭系

資料： 農林水産省食料産業局調べ

 

（ 万ト ン）  

1 1 9  1 1 9  1 1 7  1 1 7  1 2 0  1 2 0  1 3 31 3 3 1 3 31 3 3 1 2 7  1 2 7  

5 8  5 8  5 9  5 9  6 0  6 0  6 7  6 7  6 6  6 6  6 4  6 4  
1 3  1 3  1 2  1 2  1 6  1 6  

1 8  1 8  1 6  1 6  1 6  1 6  

1 4 1  1 4 1  1 4 2  1 4 2  1 4 4  1 4 4  
1 4 0  1 4 0  1 3 7  1 3 7  1 2 1  1 2 1  

3 1 2  3 1 2  3 0 23 0 2 2 8 2  2 8 2  
2 8 9  2 8 9  2 9 1  2 9 1  

2 8 4  2 8 4  

6 4 26 4 2 6 3 26 3 2 6 2 16 2 1
6 4 66 4 6 6 4 36 4 3

6 1 26 1 2

 

3 1 9  3 1 9  

2 ,2 8 6  2 ,2 8 6  

3 ,7 1 8  3 ,7 1 8  

0

5 0 0

1 ,0 0 0

1 ,5 0 0

2 ,0 0 0

2 ,5 0 0

3 ,0 0 0

3 ,5 0 0

4 ,0 0 0

2 0 1 6 年 2 0 1 8 年 2 0 1 9 年

全国の子ども 食堂の開設数（ 件） 

資料： N PO  法人全国子ども 食堂支援センタ ー・ むすびえ
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６ 　 地産地消の状況

⑴　 地産地消への関心度

　 県政アンケート 調査によると 、「 地産地消を意識し ている」（ 「 たまに意識する」 を 含む。）

と 回答し た人の割合は、 男女と も 若い世代（ 18~ 29歳） で低く 、 年齢層が上がる につれて

高く なる傾向にあり 、 性別にみると 、 男性が女性より も 低い傾向にあり ます。

　 また、 地産地消を意識する理由と し ては、 鮮度の良さ 、 安全性、 産地への愛着・ 応援な

どが挙げら れています。

⑵　 県内の産地直売所の状況

　 県内の産地直売所数は、 新設が進む一方、 小規模店舗の廃止等があり 、 近年、 170店舗

前後で推移し ています。 また、 産地直売所の年間の販売額は年々増加し ており 、 令和元年

は過去最高の118億円と なっ ています。 農産加工品を 含め地元産農林水産物にこ だわっ た

品揃えや、 生産者の顔が見える、 対話ができ るなど、 買う 楽し さ があるこ と が消費者に支

持さ れています。 一方、 スーパーマーケッ ト 等においても 、 地産地消コ ーナーの設置、 充

実などが進んでいます。

　 県産農林水産物を見て、 選び、 買う 楽し みなどの理由で、 産地直売所等は消費者に選ば

れているこ と から 、 今後と も 、 生産者と 消費者をつなぐ 拠点と し てその機能を 充実し てい

く 必要があり ます。

 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

1 8 ～2 9 歳 3 0 ～3 9 歳 4 0 ～4 9 歳 5 0 ～5 9 歳 6 0 ～6 4 歳 6 5 歳以上

地産地消への関心度
男性 女性

資料： 山形県「 県政アンケート 調査」（ R2 ）

（ ％）  
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⑶　 学校給食における県産農林水産物の使用割合 

　 市町村の学校給食における 県産野菜の使用割合は平成22年度以降徐々に増加し ま し た

が、 近年、 35％前後で推移し ています。 また、 米・ 牛乳は100％ですが、 それ以外の県産

農林水産物の使用割合は、 平成25年度以降増加し 45％前後で推移し ています。 …

　 学校給食は、 子ども 達が地域の農業や食文化への関心を 深める貴重な機会であり 、 引き

続き 、 県産農林水産物の利用拡大に向け、 地域や学校、 市町村と 連携し 取り 組むこ と が必

要です。

8 7
9 3 9 8

1 0 8
1 1 7 1 1 8

1 7 0
1 7 7 1 7 4

1 6 9
1 7 2 1 7 4

1 0 0

1 1 0

1 2 0

1 3 0

1 4 0

1 5 0

1 6 0

1 7 0

1 8 0

1 9 0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

H2 6 H2 7 H2 8 H2 9 H3 0 R1

産地直売所の販売額等の推移

直売所販売額 直売所数

（ 件）（ 億円）  

資料： 山形県６ 次産業推進課調べ
 

4 0 .5  4 0 .5  
4 2 .0  4 2 .0  

4 5 .0  4 5 .0  
4 3 .2  4 3 .2  

4 5 .8  4 5 .8  

2 9 .52 9 .5

4 5 .1  4 5 .1  4 4 .7  4 4 .7  

2 9 .7  2 9 .7  

3 2 .8  3 2 .8  
3 4 .0  3 4 .0  

3 5 .2  3 5 .2  
3 7 .5  3 7 .5  4 0 .9  4 0 .9  

3 8 .93 8 .9
4 0 .14 0 .1 3 9 .73 9 .7 4 0 .0  4 0 .0  

2 5 .3  2 5 .3  

2 9 .8  2 9 .8  3 0 .2  3 0 .2  

3 4 .0  3 4 .0  
3 6 .3  3 6 .3  

3 4 .4  3 4 .4  
3 5 .6  3 5 .6  3 5 .4  3 5 .4  

3 4 .2  3 4 .2  

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

H22　 　 H23　 　 H24　 　 H25　 　 H26　 　 H27　 　 H28　 　 H29　 　 H30　 　 R1

学校給食における県産農林水産物の使用割合

米・ 牛乳以外の県産農林水産物

野菜1 4 品目＋果物＋肉類

野菜1 4 品目

資料： 山形県６ 次産業推進課調べ
 

（ ％）  
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　 持続可能な開発目標（ S
エス・ ディ ー・ ジーズ

D G s） は、 201 5年9 月の国連サミ ッ ト で採択さ れた20 30 年

までに持続可能な世界の実現を目指す国際目標です。

　 17 のゴール・ 1 69 のタ ーゲッ ト から 構成さ れ、 地球上の「 誰一人取り 残さ ない」 こ と

を誓っ ています。 SD G s は発展途上国のみなら ず、 先進国が取り 組むユニバーサル（ 普遍

的） なも のであり 、 日本も 積極的に取り 組んでいます。

　 食育の推進は、 県民一人ひと り が生涯にわたっ て健全な心身を培う こ と に資すると と も

に、 県民の食が自然の恩恵や食に関わる人々の様々な行動に支えら れているこ と について

知り 、 感謝の念や理解を深めるこ と につながり ます。 持続可能な社会の実現に向けた礎と

なる取組みです。

　 SD G s に関係するのは企業や行政だけではあり ません。 普段から 取り 組んでいる子ども

達への農作業体験機会の提供や地場産農産物の購入、 ごみ減量や節電・ 節水など、 県民一

人ひと り の行動すべてが SD G s へと つながり ます。

コ  ラ  ム 「 持続可能な開発目標 Ｓ
エス・ ディ ー・ ジーズ

Ｄ Ｇ ｓ 」 と は？
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　 「 エシカ ル消費」 と は、 直訳すると 「 倫理的な消費」 のこ と で、 私たちのより よい社会

に向けた人や社会、 地域、 環境に配慮し た消費行動と なり ます。

　 何を食べるか、 買う かを考えると き、 地球環境や誰かを応援できるよう 意識するこ と が

重要です。 一人ひと り のエシカ ルな消費行動が、 世界の未来を変える持続可能な開発目標

（ SD G s） の達成につながり ます。

＜具体的な行動例＞

　 人への配慮…………………障がいがある人の支援につながる商品を選ぶ　

　 環境への配慮………………エコ 商品を選ぶ、 食品ロス量を減ら す、 マイ バッ グ・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 マイ ボト ルを使う 　

　 生物多様性への配慮………認証ラ ベルのある商品を選ぶ

　 　 　 ＭS Ｃ 認証（ 海洋の自然環境や水産資源を守っ て獲ら れた水産物）

　 　 　 有機Ｊ Ａ S （ 農薬や化学肥料などに頼ら ないで、 自然界の力で生産さ れた食品）

　 社会への配慮………………フ ェ アト レード
※
商品を選ぶ

　 　 　 ※開発途上国の原料や製品を 適正な価格で継続的に取り 引き する こ と

　 地域への配慮………………被災地の産品を選ぶ、 地元の産品を選ぶ

　 農林水産省では、 食育の取組みをわかり やすく 発信するため、 絵文字で表現し た「 食育

ピク ト グラ ム」 を 作成し まし た。 資材、 食品等の商品の包装、 ポスタ ー、 リ ーフ レ ッ ト 、

店頭のＰ Ｏ Ｐ 、 ウェ ブページ、 書籍、 名刺等に表示するこ と で、 食育の取組みについての

情報発信及び普及・ 啓発を行う こ と ができます。

家族や仲間と 、 会話を楽し みながら 食べる食
事は、 心も 体も 元気にし ます。

いつ起こ るかも し れない災害を意識し 、 非常
時のための食料品を備蓄し ておきまし ょ う 。

朝食の摂取は、 健康的な生活習慣につながり
ます。

持続可能な社会を達成するため、 環境に配慮
し た農林水産物・ 食品を購入し たり 、 食品ロ
スの削減を進めます。

主食・ 主菜・ 副菜を組み合わせた食事で、 バ
ラ ンスの良い食生活になり ます。

地域でと れた農林水産物や被災地食品等の消
費は、 食を支える農林水産業や地域経済の活
性化、 環境負荷の低減につながり ます。

適正体重の維持や減塩に努めて、 生活習慣病
を予防し ます。

農林漁業を体験し て、 食や農林水産業への理
解を深めます。

よ く かんで 食べる こ と によ り 歯の発達・ 維
持、 食べ物による窒息を防ぎます

地域の郷土料理や伝統料理等の食文化を大切
にし て、 次の世代への継承を図り ます。

食品の安全性等についての基礎的な知識をも
ち、 自ら 判断し 行動する力を養います。

生涯にわたっ て心も 身体も 健康で、 質の高い
生活を送るために「 食」 について考え、 食育
の取組みを応援し ます。

コ  ラ  ム

コ  ラ  ム

「 エシカ ル消費」 と は？

「 食育ピク ト グラ ム」（ 令和３ 年２ 月９ 日作成）
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７ 　 第２ 次山形県食育・ 地産地消推進計画（ 平成2 9 年３ 月策定） の目標と 実績

　 こ れまでの取組みの成果は下記のと おり です。

項　 　 　 　 　 目 策定時現況値 目標値（ R2 ） 実績（ R1 ）

1

朝食を毎日摂っ ている児童生徒の割合

小学校６ 年生 9 1 .0 ％ 9 5 .5 ％ 8 8 .9 ％

中学校３ 年生 8 7 .5 ％ 9 3 .8 ％ 8 7 .2 ％

2 食の安全・安心に関する情報提供の登録施設数 2 6 0 施設 　 3 6 0 施設 3 2 8 施設

3

野菜摂取量の平均値（ 2 0 歳以上）
3 2 0 .2 ｇ

（ H2 2 ）

3 5 0 ｇ

（ R４ ）

2 8 5 .3 ｇ

（ H2 8 ）

食塩摂取量の平均値（ 2 0 歳以上）
1 2 .2 ｇ

（ H2 2 ）
８ ｇ

（ R４ ）
1 0 .3 ｇ

（ H2 8 ）

管理栄養士又は栄養士を 配置し ている特定給食

施設の割合
7 2 .0 ％

8 0 ％

（ R４ ）
7 5 .9 %

4 食農教育活動実施組織数 9 1 組織 1 2 0 組織 1 1 8 組織

5 食農教育活動実施回数（ 各年延べ） 4 3 0 回 5 0 0 回 4 9 3 回

6
学校給食における県産食材の使用割合

（米、牛乳を 除く 農林水産物及びその加工食品）
4 5 ％ 5 5 ％　 4 4 .7 ％　

7 直売所における販売額 9 3 億円 1 3 0 億円　 1 1 8 億円　

8 　 地産地消に協力する店舗の数 1 ,0 4 3 店舗 1 ,4 0 0 店舗 1 ,3 2 8 店舗

9 市町村における食育推進計画の策定 8 0 .0 ％ 1 0 0 ％　
8 8 .6 ％

（ R2 .1 2 月）

1 0 市町村における地産地消促進計画の策定 8 8 .6 ％ 1 0 0 ％
9 7 .1 ％

（ R2 .1 2 月）

（ 出典）

※１ 　 H31（ R1） 年度全国学力・ 学習状況調査（ 文部科学省）

※２ 　 R2年3月末現在の食の安全ほっ と イ ン フ ォ メ ーショ ン 掲出施設数（ 県食品安全衛生課）

※３ 　 H28年県民健康・ 栄養調査（ 県健康づく り 推進課）

※４ 、 ５ 　 R1年度食農教育の取り 組み状況調査（ 県６ 次産業推進課）

※６ 　 R1年度学校給食における 県産農林水産物使用割合調査（ 県スポーツ 保健課、 県６ 次産業推進課）

※７ 　 R1年農業者によ る 起業活動実態調査（ 県６ 次産業推進課）

※８ 　 R1年度地産地消ウイ ーク 協力店舗、食の応援団会員、市町村における地産地消協力店等（県６ 次産業推進課）

※９ 　 R2年12月末現在の策定状況調査（ 県６ 次産業推進課）

※10　 R2年12月末現在の策定状況調査（ 県６ 次産業推進課）
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８ 　 食育・ 地産地消の推進に向けた課題

　 こ れまでの取組みと 成果、 食育・ 地産地消の推進に係る市町村、 有識者等と の意見交換

などから 、 次のよう な現状、 課題が見えてき まし た。

《健康・ 食生活》

　 現……状

　 ⃝ …　 県内の児童、 生徒の「 朝食を 毎日食べる 割合」（ 令和元年） は、 ４ 年前に比べ減少し

ている。

　 　 共働き やひと り 親家庭の増加などにより 、 子ども 達の食事環境の低下が懸念さ れる。⃝

　 ⃝ …　 県民の「 食」 に対する 意識を 年代別にみる と 、 若い世代は、「 経済性」、「 簡便性」 を

求める傾向が強い。 また、 食育への関心は低い。

　 ⃝ …　 県民は、 栄養バラ ン スのと れた食生活への取組みや、 地域性や季節感のある 食事など

に関する情報への関心は高い。

　 　 本県の男性の40歳代は肥満、 女性の20歳代、 30歳代はやせの割合が高い。⃝

　 　 高齢者は少量で単純な食生活を 続けがちであり 、 低栄養につながる恐れがある。⃝

　 課……題

　 ⃝ …　 妊産婦や乳幼児の健診時の指導等を 通じ て、 栄養バラ ン スに配慮し た食生活を 実践で

き るよう にするこ と が必要。

　 ⃝ …　 家庭や学校、 地域の中で、 子ども の頃から 様々な食材を 食べる こ と で、 健康的な食習

慣を身につけると と も に、 偏り のない味覚を 形成するこ と が必要。

　 ⃝ …　 こ れから 社会人、 親世代になる 高校生、 大学生等若い世代における「 食」 に対する 関

心の低さ の改善が必要。

　 ⃝ …　 中年齢層の肥満や20歳代女性の痩身、 高齢者の低栄養等フ レ イ ル※（ 虚弱状態） 予防な

ど、 各年代に応じ た適切な食生活の実践が必要。

　 ⃝ …　 県民の食塩摂取量は、 全国に比べ依然高い水準にあり 、 生活習慣病予防に向けた継続

的な減塩運動の展開が必要。

　 ⃝ …　 中食・ 外食も 含め、 誰でも 簡単に健康な食事を 選択でき る食環境の整備と 「 食」 の自

己管理ができ る人を 育てるこ と が必要。

　 　

※…フ レ イ ルと は、 日本老年医学会が提唱し た用語で、「 加齢によ り 心身が老い衰えた状態」 のこ と。 健康な状

態と 日常生活でサポート が必要な介護状態の中間を意味し 、 早期に発見し 適切な介入・ 支援を行う こ と で健

常な状態に戻る可能性がある。
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《地産地消、 食文化の継承》

　 現……状

　 ⃝ …　 県民がふだんの食生活で力を 入れたい食育の内容は、「 栄養バラ ン ス」、「 健康」 に次

いで、　「 地域性や季節感のある 食事」 と なっ ている。 一方、 中食や外食の需要拡大など

により 、 家庭における郷土料理や食文化の継承が懸念さ れる。

　 ⃝ …　 県内の産地直売所の年間販売額が増加傾向にある など、 産地直売所等は消費者に定着

し ている。

　 課……題

　 ⃝ …　 子ども の頃から 地域の農業に触れる 体験や、 地域に受け継がれている 伝統野菜や郷土

料理等を 食べる機会を増やすと と も に、 地域の食文化の魅力発信が必要。

　 ⃝ …　 所得や付加価値の向上に向け、 学校給食や観光、 飲食店、 食産業等における県産農林

水産物の利用拡大が必要。

《推進体制》

　 現……状

　 ⃝ …　 市町村における食育推進計画の策定数や食農教育活動に取り 組む組織、 活動実施回数

などは増えているも のの第２ 次計画の目標には達し てはいない。

　 課……題

　 ⃝ …　 幅広い分野における 食育・ 地産地消を 推進するため、 県民、 Ｎ Ｐ Ｏ 等、 企業、 関係機

関によるネッ ト ワーク のさ ら なる連携強化が必要。

　 ⃝ …　 デジタ ル技術の積極的な活用など新し い生活様式に対応し た食育・ 地産地消の推進が

必要。

《持続可能な食環境》

　 現……状

　 ⃝ …　 地球規模での食料、 環境問題等を 踏まえ、 国連で採択さ れた持続可能な開発目標（ Ｓ

Ｄ Ｇ ｓ ） の実現に向け、 日本を はじ め世界各国が取組みを スタ ート 。

　 　 全国の食品ロス量は、 2000⃝ 年度比では減少し ているも のの、 近年横ばいで推移。

　 ⃝ …　 世帯構造の変化などによ り 、 支援を 要する 世帯は増えている。 こ う し た世帯への支援

と と も に、 地域の交流拠点と なっ ている子ども 食堂の数は、 全国で急増。

　 課……題

　 ⃝ …　 持続可能な社会に向け、 社会や環境に配慮し た消費行動ができ る消費者を 増やし てい

く こ と が必要。

　 ⃝ …　 食品ロスの削減は、 消費者側から の食料自給率向上に向けた取組みであり 、 その第一

歩と し て、 自分たちが食べている食料についての理解を 深めるこ と が必要。

　 　 世代間、 地域内、 生産と 消費など、 様々な⃝ “つながり ”を 回復さ せるこ と が必要。
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　 「 食」 はいのちの源であり 、 県民の健全な心身の基礎と し て、 生涯を 通じ た健康を 維持す

るためには欠かせないも のです。 また、家庭や学校給食を通じ たマナーの習得を はじ め、食・

いのち に感謝する 心の育成、 地域や社会で皆と 一緒に食事を する こ と によ る コ ミ ュ ニケー

ショ ン の広がり 、 仲間と の友情や世代を 超えた良好な人間関係の構築など、「 食」 には様々

な役割があり ます。

　 本県は、 農林水産業を 基盤と し た地域社会と 人間関係が各地に残ると と も に、 地域に根差

し た食文化、 個性豊かな伝統野菜などが多く 継承さ れています。 し かし ながら 、 本県におい

ても 、 核家族化の進行や共働き 世帯の増加などにより 、 家族で食卓を囲む時間を 十分に確保

でき ないこ と や、 食生活の乱れ、 栄養の偏り 等の問題が指摘さ れています。 今後、 世代間の

つながり や地域に受け継がれてき た食文化の伝承の機会が失われるこ と も 危惧さ れます。 さ

ら に、 新型コ ロナウイ ルス感染症の拡大への対応など、 私たちは、 時代が大き く 変わろ う と

する重要な局面に置かれています。

　 こ う し た社会状況の変化やそれに起因する様々な問題が顕在化する中で、 県民一人ひと り

が健康の土台と なる食の重要性を改めて認識し 、食に関する知識と 食を選択する力を 習得し 、

適切な食生活を実践でき るよう にするこ と が不可欠です。

　 県民が、 地域の自然・ 文化等に触れる様々な体験を 通し て、 農林水産業や食文化への理解

を 深め、 食への感謝の心を 育み、 地域と のつながり を 大切にし ながら 郷土に対する誇り と 愛

着をも てるよう 、 令和の時代における食育・ 地産地消を 推進し ます。

１ 　 共通目標

　 …　 計画の目標の実現に向け、 県民、 市町村、 農林水産業、 教育、 医療・ 福祉、 環境、 食産

業など幅広い分野の多様な主体が相互に連携・ 協力する地域ぐ るみの運動と し て展開し ま

す。

　 …　 また、 ４ つの施策の柱を位置づけ、 県関係部局が密接に連携し 、 目標の達成に向け具体

的な施策を 講じ ます。

Ⅲ　 基本的な考え方
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「やまがたの豊かな食でつく る『心』も 『体』も 健康で持続可能ないき いき 社会の実現」

～いのちの源である「 食」 を 見直し 、「 食」 の視点で人と 人、

生産から 消費を つなぎ、「 食」 で人と 地域を 元気にする～

〔施策の柱１ 〕

　 妊娠期から 、 乳幼児期、 学童期、 若者、 壮年層、 高齢者まで、 それぞれのラ

イ フ ステージにあわせた基本的な食習慣、 生活習慣の形成を図ると と も に、 食

を楽し むこ と で健康寿命の延伸につながる食育の推進

〔施策の柱２ 〕

　 安全安心な食料生産から 、 消費に至る までの、 食の “つながり ”を 意識し た

行動を 促すと と も に、様々な「 共食」 の機会等を 通じ て人と 人と の “つながり ”

を実感でき る食育の推進

〔施策の柱３ 〕

　 生産者等と の交流や食農教育等により 、 子ども 達の地域の農林水産業や食文

化への理解を 深める と と も に、 学校給食における 地産地消など、 地域の「 食」

資源を 活かし た様々な取組みの推進

〔施策の柱４ 〕

　 子ども や子育て世代を はじ め、 若者、 壮年層、 高齢者が、 適切に食を楽し む

こ と ができ るよう 、 食育・ 地産地消に取り 組む多様な主体どう し の “つながり ”

をつく るための基盤の充実

　 計画の目標
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２ 　 ４ つの柱立てと 具体的な取組み

1

県民一人ひと り の健康づく り を 支える 食育の推進

⑴ 　 生涯を 通じ た心身の健康を 支え
る食育の推進

○妊産婦や乳幼児への食育の推進

○小学生・ 中学生への食育の推進

○高校生への食育の推進

○若い世代への食育の推進

○働き 盛り 世代への食育の推進

○高齢者への食育の推進

⑵ 　 健康づく り の基本と なる 食習慣
形成の推進

○規則正し い生活習慣・食習慣の実践

○健康に配慮し た望まし い食生活の普及啓発

○給食施設等における普及啓発

○管理栄養士等の人材の活用と 育成

⑶ 　 食生活・ 生活習慣の改善

○減塩及び野菜摂取増の促進

○誰でも 簡単に健康な食事の選択ができる食環境の整備促進

○栄養成分表示の活用促進

○歯・ 口腔の健康づく り の推進

2

持続可能で多様性のある社会に向けた食育の推進

⑴ 　 持続可能な生産体系と その消費

を意識し た食育の推進

○人と 環境に優し い持続可能な農業の取組みへの理解増進

○食品ロス削減の推進

⑵ 　 食の安全・ 安心に関する 情報提
供の充実

○ 食の安全・ 安心に関する リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンの開催や情

報提供の充実

○適正な食品表示の確保と 徹底

⑶ 　 子ども の居場所における 食育の
推進

○子ども 食堂など子ども の居場所づく り の推進

3

地域の「 食」 資源の利用促進と 食文化の魅力発信

⑴ 　 幼児期から の食農体験や地域の

食文化を学ぶ機会づく り

○幼児期から 農作業等を体験する機会の提供

○地域の食や食文化を学ぶ料理教室の実施

⑵　  「やま がたの食」 の魅力発信と
販売促進活動の展開

○県産農林水産物や県産加工品のＰ Ｒ と 販売促進活動の展開

○伝統野菜や郷土料理についての情報発信

⑶　 県産農林水産物の利用促進
○学校給食における県産農林水産物の利用促進

○食品製造業等における県産農林水産物の利用促進

⑷ 　 ６ 次産業化に取り 組む農林漁業

者等と の連携　

○ 伝統的な食や食文化を 伝える 農産加工・ 農林漁家レ スト ラ ン 等

の取組みの促進

○県産農林水産物を活用し た「 売れる商品」 開発の促進

○試験研究機関等の指導・ 相談体制の強化

4

食育・ 地産地消を 推進する 基盤づく り

⑴　 計画づく り ・組織づく り の推進
○市町村の食育推進計画・ 地産地消促進計画の作成促進

○食農教育実践組織のネッ ト ワーク 化の推進

⑵　 人材の育成と 活用
○次世代の食育・ 地産地消の推進を担う 人材の育成

○農林水産業や栄養の知識を有する指導者の派遣

⑶　 食育・ 地産地消の普及啓発

○ 食育県民大会の開催や食育月間等での食に関する 情報提供等啓

発活動の推進

○ プロスポーツ チームと 連携し た学校における食に関する指導の

実施
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３ 　 数値目標

項　 　 　 　 目 現況値（ R1 ） 目標値（ R6 ）

1

朝食を 毎日摂っ ている児童生徒の割合

小学校６ 年生 8 8 .9 ％ 9 0 ％程度

中学校３ 年生 8 7 .2 ％ 9 0 ％程度

朝食を 欠食する若い世代（ 2 0 ～3 0 代） の割合
2 4 .5 ％

（ H2 8 ）

1 5 ％以下

（ R4 ）

2 食の安全・ 安心に関する情報提供の登録施設数 3 2 8 施設 3 4 0 施設

3

野菜摂取量の平均値（ 2 0 歳以上）
2 8 5 .3 ｇ

（ H2 8 ）

3 5 0 ｇ

（ R4 ）

食塩摂取量の平均値（ 2 0 歳以上）
1 0 .3 ｇ

（ H2 8 ）

８ ｇ

（ R4 ）

管理栄養士又は栄養士を 配置し ている 特定給食

施設の割合
7 5 .9 ％

8 0 ％

（ R4 ）

4 地域・企業等による健康づく り 事業への参加者数 1 5 0 ,0 0 0 人 2 0 0 ,0 0 0 人

5 子ども 食堂など子ども の居場所実施箇所数 3 9 箇所 6 0 箇所

6 家庭系食品ロス発生量
2 2 千ト ン
（ H2 9 ）

1 8 千ト ン
（ R1 2 ）

7
食農教育活動実施組織数 1 1 8 組織 1 3 0 組織

食農教育活動実施回数（ 各年延べ） 4 9 3 回 5 2 0 回

8 　

学校給食における交流給食の実施割合 3 0 ％ 1 0 0 ％

学校給食における 県産食材（ 米、 牛乳を 除く 農

林水産物及びその加工食品） の使用割合が向上
し た市町村の数

－ 3 5 市町村

9 直売所における販売額 1 1 8 億円 1 4 0 億円

1 0 地産地消に協力する店舗の数 1 ,3 2 8 店舗 1 ,4 0 0 店舗

1 1
市町村における食育推進計画の策定 8 8 .6 ％ 1 0 0 ％

市町村における地産地消促進計画の策定 9 7 .1 ％ 1 0 0 ％

（ 出典）

※１ 　 全国学力・ 学習状況調査（ 文部科学省）

　 　 　 県民健康・ 栄養調査（ 県健康づく り 推進課）

※２ 　 食の安全ほっ と イ ンフ ォ メ ーショ ン 掲出施設数（ 県食品安全衛生課）

※３ 　 県民健康・ 栄養調査（ 県健康づく り 推進課）

※４ 　 健康企業宣言事業所、 通いの場、 市町村健康増進事業の参加者数（ 県健康づく り 推進課）

※５ 　 県子ども 家庭課調査（ 県子ども 家庭課）

※６ 　 県試算（ 県循環型社会推進課）

※７ 　 食農教育の取組み状況調査（ 県６ 次産業推進課）

※８ 　 学校給食における 県産農林水産物使用割合調査（ 県スポーツ 保健課・ 県６ 次産業推進課）

※９ 　 農業者によ る起業活動実態調査（ 県６ 次産業推進課）

※10　 地産地消ウイ ーク 協力店舗、 食の応援団会員、 市町村における地産地消協力店など（県６ 次産業推進課）

※11　 策定状況調査（ 県６ 次産業推進課）
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１ 　 県民一人ひと り の健康づく り を支える食育の推進

〔 基本的考え方〕

　 食に関する情報や知識の習得、 食生活のマナー、 食に対する感謝の気持ちは、 家庭を中心

と する 日々の生活の中で育まれ、 受け継がれてき まし た。 し かし 、 近年、 核家族化の進行、

ラ イ フ スタ イ ルや嗜好の変化などにより 、 家庭において食に関する行儀や作法等を教える機

会が減少し ています。

　 望まし い食習慣は小さ い頃から 日々の体験を重ねるこ と により 身につく も のです。 食に関

する作法や指導、 食品の選択、 保存、 調理法などは、 家庭において教え伝えるこ と が基本で

すが、 それが困難な場合、 家庭と 学校、 地域、 関係団体等が連携し 取り 組むこ と が重要です。

　 県民の栄養摂取状況を みると 、 食塩の摂取量は目標値を大き く 上回っ ており 、 若年層にお

いては、 野菜・ 果物の摂取量が少なく なっ ています。 また、 働き 盛り 世代の男性の肥満割合

は高めである一方、 高齢期においては低栄養の予防が重要になり ます。 生活習慣病を 予防し

健康寿命の延伸につながるよう 、 子ども の頃から 健康的な食習慣を 身につけ、 栄養のバラ ン

スに配慮し た食生活を実践する力を 養う こ と が大切です。

　 全ての世代に向け、 適切な食生活関連情報が伝わるよう 、 市町村、 保育所・ 幼稚園、 学校、

ボラ ンティ ア団体、 企業や関係団体等と 連携し て取り 組んでいき ます。

　

〔 具体的取組み〕

⑴　 生涯を 通じ た心身の健康を 支える食育の推進

　 ①　 妊産婦や乳幼児への食育の推進

　 〇　 健診等における健康や栄養に配慮し た保健指導や栄養相談

　 市町村が行う 乳幼児健診等の母子保健事業において、 発達段階や健康状態に応じ た離

乳食指導等の栄養指導の中で、 各種教材等を 用い保護者への保健指導や情報提供を行い

ます。

　 また、 若い世代の偏食、 痩身、 肥満、 生活習慣病など食生活と 関連が深い健康問題に

Ⅳ　 施策展開の基本的考え方、 具体的取組み
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ついて、 家庭や学校、 地域等と 連携し 、 研修会や給食だより 等を通し て、 食と 健康に関

する理解を深め、 望まし い食習慣が形成さ れるよう 支援し ます。

　 〇　 乳幼児の成長過程に応じ た食習慣づく り の促進

　 子ども 達の健康を 守り 、 望まし い食習慣が身につく よう に、 食生活のスタ ート 時期と

なる乳幼児期に適切な離乳食の進行と 栄養バラ ンスのと れた食の提供を促進し ます。

　 食事のリ ズムを大切にし 、 様々な食材に触れさ せて心と 体の成長を 促し 、 偏り のない

味覚が形成さ れるよう 、 家庭・ 保育所・ 幼稚園・ 認定こ ども 園・ 地域全体が連携し 楽し

く 食べるこ と のでき る環境を整え、 食への関心を 高める食育を 推進し ます。

　 ②　 小学生・ 中学生への食育の推進

　 〇　 規則正し い生活習慣・ 食習慣の習得

　 家族や友人と 一緒に食事をし 、 食の楽し さ を味わう と と も に、 食の基本的習慣を身に

つけ、 食文化を 継承する取組みを 促進し ます。 あわせて食生活の基礎やマナー、 食事の

準備や後片付け等を 子ども の成長段階にあわせて行う 取組みを 促進し ます。 また、 朝食

を し っ かり 食べるなど児童、 生徒の望まし い食習慣の形成を 図るため、 学校と 家庭が連

携し 保護者の食への理解を 深める取組みを 実施し ます。

　 さ ら に、 小さ い頃から 料理に関心を 持ち、 料理を つく る体験を積み重ね、 実践する力

を 伸ばす取組みを促進し ます。 そし て食に対する感謝の気持ちや、 食資源を大切にし 無

駄や廃棄の少ない食生活の方法を 伝える取組みを 促進し ます。

　 〇　 学校給食を 活用し た食に関する指導の充実

　 学校給食は、 成長期にある児童、 生徒に栄養バラ ンスのと れた豊かな食事を 提供する

こ と により 、 健康の増進、 体位の向上はも ちろ んのこ と 、 食に関する指導を効果的に進

めるための重要な教材と し て活用するこ と ができ ます。

　 食に関する指導にあたっ ては、 栄養教諭等の専門性を 活かすほか、 地域の食文化や食

材に精通し た専門家や農林漁業者等と 教員間の連携により 、 学校給食の教育的効果を 引
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き 出すよう 取り 組むこ と が重要であり 、 発達段階に配慮し つつ、 学校給食を 学校教育活

動全体における教材と し て計画的・ 継続的に活用する必要があり ます。

　 小学校・ 中学校・ 特別支援学校においては、「 心を 育む学校給食週間」 を 設定し 、 学

校給食の時間等に栄養教諭・ 管理栄養士等と 給食主任・ 学級担任等が協力し て指導にあ

たるこ と により 、 児童、 生徒に「 食はいのちを育む基本」 であるこ と を意識付けると と

も に、 食に関わる人と 食材に対する感謝の心や他人を思いやる心など、 豊かな心を育む

こ と を目指し 実施し ます。

　 ③　 高校生への食育の推進

　 〇　 食や栄養に関する専門家の派遣等による指導の充実

　 高等学校においては、 生徒の心身の発育が顕著であり 、 部活動等によるスポーツへの

取組みが盛んになるほか、 進学等今後のラ イ フ デザイ ンに向けた学習が必要と なっ てき

ます。

　 心身の健康のために、 食に関する知識も し っ かり 身につけながら 、 自立し た社会人と

し て成長し ていく 必要があり ます。 また、「 食のあり 方」 を 理解し 、 将来、 親と し て次

の世代にき ちんと 伝えていく 必要があり ます。

　 小中学校同様に、 食習慣の改善やバラ ン スのよ い栄養摂取の理解等につながる よ う 、

希望する学校に食や栄養に関する専門家を派遣し 、 学習面・ 運動面の向上につながる活

力あふれる学校づく り を支援し ます。

　 〇　 食品関連事業者等と の連携による商品開発等

　 高校生と 食品関連事業者等と の連携を 促進し 、 高校生の自由なアイ ディ アと 地域の

「 食」 や農林水産業の資源を組み合わせた商品開発プロジェ ク ト 等を 実施し 、 高校生の

食と 農林水産業への関心を 深める と と も に、「 やまがたの食」 資源の利用促進を 図り な

がら 、 山形の食文化の魅力を県内外に発信し ます。
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　 ④　 若い世代への食育の推進

　 〇　 大学等と の連携による食育の推進

　 若い世代は朝食の欠食の割合が高いなど、 食への関心が薄れる傾向にあり ます。 自炊

の習慣形成や野菜摂取、 減塩の取組みの促進など、 県内の大学等と 連携し 学生への普及

啓発を行います。

　 〇　 若い世代へ向けた「 食」 関連情報の発信

　「 おいし い山形」、「 やまがた子育て応援サイ ト 」、農林水産省の「 食育推進プラ ッ ト ホー

ム」 等のホームページやＳ Ｎ Ｓ 等を活用し 「 食」 関連情報を発信すると と も に、 動画に

よる郷土料理等のレ シピの発信を 行う など、 若い世代が取り 入れやすい媒体での情報発

信により 、 食育の普及啓発と 食文化の継承につなげます。

　 ⑤　 働き 盛り 世代への食育の推進

　 〇　 企業等における「 健康経営」 の推進

　 「 健康経営」 に取り 組む企業や団体を 対象に「 やまがた健康づく り 大賞」 と し て表彰

し 、 創意工夫に富んだ健康づく り の取組みを 促すと と も に、 企業・ 事業所・ 団体等の学

習会に講師を 派遣し て生活習慣病予防のための食生活改善等の出前講座などを 実施し 、

経営的視点で従業員の健康管理の大切さ の普及に積極的に取り 組みます。

　 ⑥　 高齢者への食育の推進

　 〇　 低栄養予防

　 高齢期の適切な栄養摂取は、 生活の質のみなら ず、 心身機能を維持し 、 生活機能の自

立を 確保するう えでも 重要ですが、 一人暮ら し 高齢者や高齢夫婦世帯が増加し 、 必要な

量の栄養素を 摂取でき ていないこ と に起因する低栄養や、 食事を抜く 欠食が増えるなど

の新たな問題が出てき ています。

　 在宅の高齢者が低栄養状態と なる こ と を 予防する ために、「 日本人の食事摂取基準

（ 2020年版）」 を 活用し 、 高齢者に必要な栄養摂取のあり 方や自宅ででき る簡単な調理方
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法など、 健康的な食生活を 選択でき るよう 情報提供に努めると と も に、 栄養士会や食生

活改善推進員等が行う フ レ イ ル予防教室などの地域活動を 推進し ます。

　 また、 市町村が実施する自立支援型地域ケア会議に管理栄養士や歯科衛生士、 リ ハビ

リ テーショ ン専門職等を派遣し 、 高齢者の生活の質の向上に資する助言を 行います。

⑵　 健康づく り の基本と なる 食習慣形成の推進

　 〇　 規則正し い生活習慣・ 食習慣の実践

　 県民一人ひと り の生涯にわたる心身の健康を確保するため、 家庭や学校、 地域等と 連

携し 、「 食育ガイ ド 」、「 食生活指針」、「 食事バラ ン スガイ ド 」 を 活用し ながら 望まし い

生活習慣・ 食習慣を 実践でき るよう 普及啓発を推進し ます。 また、 家族や友人と 一緒に

食事をし 、 食の楽し さ を味わう と と も に、 食の基本的習慣を実践し 、 食文化の継承につ

ながる取組みを 促進し ます。

　 〇　 健康に配慮し た望まし い食生活の普及啓発

　 自ら の健康を 維持・ 増進する食生活を 実践し ていく ためには、 健康や食生活に関する

知識を深めるこ と が重要です。

　 こ のため、 食生活改善普及運動月間、 健康増進普及月間にあわせ、 毎日の朝食摂取や

栄養バラ ンスに優れた日本型食生活等の情報を発信するほか、 企業・ 事業所・ 団体等の

研修会等に職員を派遣する出前講座の実施など、 望まし い食生活に関する知識の普及啓

発に努めます。

　 また、 食生活改善推進員による親子向けの料理教室、 男性向けの料理教室、 高齢者向

けの料理教室など、 ラ イ フ ステージや家庭環境にあわせた料理教室の開催を 通し 、 食に

ついての望まし い習慣を学ぶ機会を提供し ます。
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　 〇　 給食施設等における普及啓発

　 管理栄養士等を配置し ている学校、 保育所、 病院、 福祉施設、 事業所等各給食施設で

は、 食事の提供と と も に対象者への食育や栄養指導、 栄養アセスメ ント などを実施し て

います。 保健所では給食施設に対し 、 定期的に巡回し 、 適切な栄養管理や食育を 展開す

るための指導を 行います。

　 〇　 管理栄養士等の人材の活用と 育成

　 各保健所による特定給食施設の巡回指導において、 適切な栄養管理や食育を展開する

ため、 管理栄養士等の配置の必要性を 周知し ます。 また、 子ども から 高齢者まで幅広い

世代への食育を 推進するため、 市町村の管理栄養士等の配置・ 増員につながるよう 働き

かけを行う と と も に、 研修会等の開催により 専門知識を 有する人材の育成に努め、 地域

の栄養・ 食生活における課題の解決や食育活動を 推進し ます。

　 　 　 　

⑶　 食生活・ 生活習慣の改善

　 〇　 減塩及び野菜摂取増の促進

　 生活習慣病は偏っ た食事、 運動不足、 喫煙など日頃の生活習慣の長年の積み重ねによ

り 発症するこ と から 、 若いう ちから 健康づく り に取り 組むこ と が重要です。

　 平成28年県民健康・ 栄養調査によると 、 県民（ 20歳以上） の１ 日当たり の食塩摂取量

は、 男性が11.2ｇ 、 女性が9.6ｇ であり 、 目標値の８ ｇ まで、 更なる減塩対策が必要です。

　 また、 成人１ 人１ 日当たり の野菜摂取量は285.3ｇ と 、 目標値の350ｇ に達成し ていな

いため、 引き 続き 野菜摂取を今より も 増やす取組みが必要です。

　 こ れら の現状を 踏まえ、 山形が誇る 豊かな食を 楽し みながら 、 “オールやまがた ”で

健康長寿日本一を目指すプロジェ ク ト を 展開し 、 健康づく り 関連イ ベント の開催や啓発

資材による望まし い食生活に関する知識の普及を 推進し ます。
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　 〇　 誰でも 簡単に健康な食事の選択ができ る食環境の整備促進

　 野菜の摂取や減塩などの健康に配慮し た食品が手軽に選択でき るよう 、 一目でわかる

よう な減塩表示や野菜摂取量を マーク 化するなど、スーパーマーケッ ト や食品製造業者、

大学等と 連携し 、 食生活改善の取組みを 推進し ます。

　 〇　 栄養成分表示の活用促進　

　 県や市町村は、 食品製造業者や管理栄養士等と 連携し 、 学校給食を はじ め、 社員食堂、

飲食店、 中食・ 外食等における栄養成分表示を促進し 、 誰も が栄養バラ ンスの良い食を

選択し やすい環境を 整備すると と も に、 栄養成分表示の活用に関する啓発を 行います。

　 〇　 歯・ 口腔の健康づく り の推進

　 高齢になっ ても 健やかで豊かな食生活を送るには、 十分な口腔機能の発達・ 維持が必

要です。 80歳になっ ても 自分の歯を 20本以上維持し ている「 8020（ ハチマルニイ マル）」

達成者の割合は年々増加し 、 平成28年県民健康・ 栄養調査によ る と 、 75～84歳の48.5％

が達成し ています。 し かし 、 高齢者人口は増え続けている ため、「 8020」 に達し ない高

齢者数も 増えると 見込まれます。

　 こ のため、 地域における乳幼児期から 高齢期までの各ラ イ フ ステージに応じ たむし 歯

や歯周病予防の普及啓発、 歯科健診の受診率向上のための環境整備など、 幼少期のう ち

から 食べる楽し みを 享受でき る歯・ 口腔の健康づく り を 推進し ます。
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◇ 各ラ イ フ ステージにおける食育の視点 ◇  

 

      ・ バラ ンスのよい食事と 適正体重を 心掛け、 母子の健康を 確保する。  

 

 

・ 食べる意欲の基礎を つく り 、 食の体験を 広げる。  

 

 

・ 健全な食生活を 実践し 、 次世代へ伝える。  

     

・ 食を 通じ た豊かな生活の実現、 次世代へ食文化や食に関する知識や  
経験を 伝える。  

高 齢 期 

妊 娠 期 

・ 食に関する正し い知識を 身につける。  

・ 食の体験を 深め、 自分ら し い食生活を 実現する。  

成 人 期

学 童 ・ 思 春 期 

乳 幼 児 期
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　 食生活指針は、 一人ひと り の健康増進、 生活の質の向上、 食料の安定供給の確保などを

図るこ と を目的と し て、 平成12年3 月に当時の文部省、 厚生省、 農林水産省が策定し まし

た。 近年、 我が国の食生活は、 飽食と も いわれるほど豊かになっ ていますが、 脂質を摂り

過ぎるなどの栄養バラ ンスの偏り や、 食料資源の浪費等の問題が生じ ています。 こ う し た

食生活をめぐ る諸問題の解決に向けて、 国民一人ひと り が健全な食生活の実践を図るこ と

ができるよう 、 平成2 8年６ 月に指針が改定さ れまし た。

　 10 項目の指針には、 具体的な取組内容が書かれており 、 毎日の生活の中で実践し やす

いも のばかり 。 家族や仲間と 話し 合いながら 、 毎日の食生活をより 豊かで健康的なも のへ

と 変えていきませんか。

コ  ラ  ム 「 食生活指針」 について

〇食事を楽し みまし ょ う 。

　 ・ 毎日の食事で、 健康寿命を 延ばし まし ょ う 。

　 ・ おいし い食事を 、 味わいながら ゆっ く り よく 噛んで食べまし ょ う 。

　 ・ 家族のだんら んや人と の交流を 大切に、 また、 食事づく り に参加し まし ょ う 。

〇1日の食事のリ ズムから 、 健やかな生活リ ズムを。

　 ・ 朝食でいき いき し た一日を 始めまし ょ う 。

　 ・ 夜食や間食はと り すぎないよ う にし まし ょ う 。

　 ・ 飲酒はほどほどにし まし ょ う 。

〇適度な運動と バラ ンスのよい食事で、 適正体重の維持を。

　 ・ 普段から 体重を 量り 、 食事量に気を つけまし ょ う 。

　 ・ 普段から 意識し て身体を 動かすよう にし まし ょ う 。

　 ・ 無理な減量はやめまし ょ う 。

　 ・ 特に若年女性のやせ、 高齢者の低栄養にも 気を つけまし ょ う 。

〇主食、 主菜、 副菜を基本に、 食事のバラ ンスを。

　 ・ 多様な食品を 組み合わせまし ょ う 。

　 ・ 調理方法が偏ら ないよ う にし まし ょ う 。

　 ・ 手作り と 外食や加工食品・ 調理食品を 上手に組み合わせまし ょ う 。

〇ごはんなどの穀類をし っ かり と 。

　 ・ 穀類を 毎食と っ て糖質から のエネルギー摂取を 適正に保ち まし ょ う 。

　 ・ 日本の気候・ 風土に適し ている 米等の穀類を 利用し まし ょ う 。

〇野菜・ 果物、 牛乳・ 乳製品、 豆類、 魚なども 組み合わせて。

　 ・ たっ ぷり 野菜と 毎日の果物で、 ビタ ミ ン 、 ミ ネラ ル、 食物繊維を と り まし ょ う 。

　 ・ 牛乳・ 乳製品、 緑黄色野菜、 豆類、 小魚などで、 カ ルシウムを 十分にと り まし ょ う 。

〈 食生活指針1 0 項目〉
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〇食塩は控えめに、 脂肪は質と 量を考えて。

　 ・  食塩の多い食品や料理を 控えめにし まし ょ う 。食塩摂取量の目標値は、 男性で１ 日８ ｇ 未満、女性

で７ g 未満と さ れています。

　 ・ 動物、 植物、 魚由来の脂肪を バラ ン スよ く と り まし ょ う 。

　 ・ 栄養成分表示を 見て、 食品や外食を 選ぶ習慣を 身につけまし ょ う 。

〇日本の食文化や地域の産物を活かし 、 郷土の味の継承を。

　 ・「 和食」 を はじ めと し た日本の食文化を 大切にし て、 日々の食生活に活かし まし ょ う 。

　 ・  地域の産物や旬の素材を 使う と と も に、行事食を 取り 入れながら 、自然の恵みや四季の変化を 楽し

みまし ょ う 。

　 ・ 食材に関する 知識や調理技術を 身につけまし ょ う 。

　 ・ 地域や家庭で受け継がれてき た料理や作法を 伝えていき まし ょ う 。

〇食料資源を大切に、 無駄や廃棄の少ない食生活を。

　 ・ まだ食べら れる のに廃棄さ れている 食品ロ スを 減ら し まし ょ う 。

　 ・ 調理や保存を 上手にし て、 食べ残し のない適量を 心がけまし ょ う 。

　 ・ 賞味期限や消費期限を 考えて利用し まし ょ う 。

〇「 食」 に関する理解を深め、 食生活を見直し てみまし ょ う 。

　 ・ 子ども のこ ろ から 食生活を 大切にし まし ょ う 。

　 ・  家庭や学校、 地域で、 食品の安全性を 含めた「 食」 に関する知識や理解を 深め、 望まし い習慣を

身につけまし ょ う 。

　 ・ 家族や仲間と 、 食生活を 考えたり 、 話し 合っ たり し てみまし ょ う 。

　 ・ 自分たちの健康目標を 作り 、 より よ い食生活を 目指し まし ょ う 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 平成1 2 年3 月2 3 日　 文部省・ 厚生省・ 農林水産省決定

   平成2 8 年６ 月一部改正）

出典　 農林水産省ホームページ
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２ 　 持続可能で多様性のある社会に向けた食育の推進

〔 基本的考え方〕

　 世界的規模での大量生産・ 大量消費・ 大量廃棄型の経済活動の拡大、 地球温暖化問題、

毎年のよう に発生する大規模な自然災害、 開発途上国における貧困問題の深刻化など、 地

球規模で様々な問題が発生し ています。

　 私たち一人ひと り の行動がそれら と 密接に関わっ ています。 私たちは、 地球が抱える諸

問題や、 資源の有限性、 環境制約などについて改めて認識すると と も に、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の17の

ゴールと 169のタ ーゲッ ト についての理解を 進め、「 次の世代に負の遺産を 残さ ない。」 と

いう 意識のも と 、 自ら の行動を変える時期にき ています。

　 食を 支える 農林水産業と 、 その農林水産業の礎と なっ ている 本県の豊かな自然環境は、

私たちが先人から 受け継ぎ、 次代に伝えるべき かけがえのない財産です。 その価値を、 今

を生き る私たちが、 高めるこ と があっ ても 、 減ら すよう なこ と があっ てはなり ません。 毎

日食べる農産物や食品が、 どう 作ら れたのか、 何を 使っ ているのか、 どのよう に食べるの

か等について知っ たう えで、 行動するこ と が大切です。

　 こ う し たこ と を 踏まえ、 生産面では、 食の基本である安全・ 安心な農産物の生産及びそ

の情報発信の強化、 加工・ 流通・ 販売面では、 適切な食品表示の徹底、 消費の段階では、

食に対する感謝の気持ちや食べ残し に対する「 も っ たいない」 と いう 気持ちの涵養等によ

る食品ロスの削減など、 生産から 消費に至る各段階の取組みを総合的に展開し ます。

　 あわせて、 食を 通じ た世代間のコ ミ ュ ニケーショ ンの充実を 図る ため、「 共食」 の場づ

く り 等を進めるなど、 全ての県民が、 食を 通じ て人と 人と のつながり を も つと と も に、 豊

かさ を 実感でき る社会を 目指し 取り 組みます。

〔 具体的取組み〕

⑴　 持続可能な生産体系と その消費を 意識し た食育の推進

　 〇　 人と 環境に優し い持続可能な農業の取組みへの理解増進

　 私たちが、 安全・ 安心な食生活を送り 続けるためには、 それを支える継続的・ 安定的

な食料の確保が前提と なり ます。 生産面では、 将来にわたり 安定的に農業生産活動が継
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続でき るよう 取組みを進めていますが、 消費者がこ のよう な生産者の取組みを 知り 、 消

費行動を 通し て支えていく こ と が必要です。

　 こ のため、 学校、 地域、 農業者及び行政の連携により 、 県民に対し て県内で実践さ れ

ている人と 環境に優し い持続可能な農業の取組みに触れる機会を提供し ます。

　 具体的には、 児童、 生徒に対し ては、 有機農業等、 人と 環境に優し い持続可能な農業

についての農業体験を 実施し 、 農業生産と 環境と の関わり についての理解を 促し ます。

また、 消費者に対し ては、 農林水産物の対面販売やフ ォ ーラ ムなど交流の機会の提供や

情報発信を行い、 環境に配慮し た地場産農産物を 購入する等エシカ ルな消費行動を促し

ます。

　 〇　 食品ロス削減の推進

　 県民への食品ロス削減に関する普及啓発と し て、 県のＳ Ｎ Ｓ ・ 専用ウェ ブページ開設

や家庭で実践でき る取組みの情報発信などを 行い、 宴会時における料理の食べき り を 促

進する「 3010（ さ んまるいちまる） 運動」 を はじ め、 市町村、 関係機関・ 団体等と 連携

し た一斉キャ ンペーン等による啓発を 行います。

　 県内の飲食店、 宿泊施設、 小売店、 スーパーを 対象に食品ロスやごみの削減、 リ サイ

ク ル等に取り 組む「 も っ たいない山形協力店」 に対し て、 消費期限切れが間近な商品の

販売促進サービスの導入支援などの事業所の取組みを支援するほか、 同協力店と 連携し

て料理を 持ち帰るこ と ができ る「 テイ ク アウト ボッ ク ス」 の普及を 図り ます。

　 未利用食品の有効活用を 図る「 フ ード バンク 活動」 を 、 県関係部局と 連携し ながら 県

民に周知するほか、 県機関での定期的なフ ード ド ラ イ ブ実施等の協力を行います。

⑵　 食の安全・ 安心に関する 情報提供の充実

　 〇　 食の安全・ 安心に関するリ スク コ ミ ュ ニケーショ ンの開催や情報提供の充実

　 食の安全・ 安心を 確保するための様々な仕組みについて、 県民が知識と 理解を 深めら

れるよう 、 消費者や団体等が開催する研修会に専門家等を 講師と し て派遣し ます。

　 また、 生産者、 食品等事業者、 消費者及び行政による意見交換や情報交換の機会を 設

―…37…―



け、 食の安全・ 安心の取組みについて関係者の相互理解の促進に努めると と も に、 県民

にと っ て関心の高いテーマを交流会の議題と するなど、 より 多く の県民が交流会に参加

し やすい環境づく り に努めます。

　 さ ら に、 食の安全・ 安心に関する情報を迅速に提供するため、 県のホームページやＳ

Ｎ Ｓ 等を 活用し た情報発信の充実を図ると と も に、 公的な施設や各種事業者の協力によ

り 掲示板等も 活用し 、 多く の県民への積極的な情報提供を 推進し ます。

　 〇　 適正な食品表示の確保と 徹底　 　 　 　 　

　 消費者が食品を購入する際の情報源と し て、 また、 食品事故等に迅速に対応するため

の情報と し て重要な食品表示を 適正で分かり やすいも のと するため、 食品表示法の相談

体制を強化し ます。 また、 適正な食品表示を 確保するため、 適正表示の普及啓発を図る

と と も に、 食品表示に対する監視指導を 徹底し ます。

⑶　 子ども の居場所における 食育の推進　

　 〇　 子ども 食堂など子ども の居場所づく り の推進

　 子ども 達に食事を 提供し 、 地域の子ども と 大人が交流でき る子ども 食堂など子ども の

居場所は、 子ども 達にと っ て貴重な共食の機会と なっ ています。 子ども の居場所づく り

の取組みが県内各地に広がり 、 継続的に実施さ れていく よう 、 Ｎ Ｐ Ｏ 等の実施団体に対

し て運営費や立ち上げ時の支援を 行う と と も に、 地域における子ども の居場所づく り を

推進する人材を 育成し ます。
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３ 　 地域の「 食」 資源の利用促進と 食文化の魅力発信

〔 基本的考え方〕

　 本県は、 豊かな自然に恵まれ、 四季折々の旬を 感じ さ せる 多彩な農林水産物の生産と 、

それら を 美味し く 食べる食文化が継承さ れている食の聖地です。 そう し た環境の中、 農林

水産物や地域資源を活用し た商品開発など付加価値を 創出する取組みや、 産地直売所の取

組み、 地域の農林水産物を 活用し た食を 提供する 農家レ スト ラ ン の取組みなどを 展開し 、

観光業等と も 連携し た都市と 農山漁村と の交流拡大につなげます。

　 また、 学校給食や旅館・ ホテル等の宿泊施設、 飲食店等では、 県産農林水産物の利用が

進んでいます。 県産農林水産物の利用を さ ら に進め、 県内における生産～加工～流通～消

費の好循環を形成するため、 生産量の確保を はじ め、 カ ッ ト 野菜などの一次加工品、 冷凍

品等へのニーズなど、解決すべき 課題も 見えてき まし た。 こ のため、安定し た生産に加え、

農林漁業者と 食品業者等と の連携による一次加工品や新商品開発、 新たな販売チャ ネルへ

のチャ レ ンジ等を 支援し ます。

　 一方、平成25年の「 和食； 日本人の伝統的な食文化」 のユネスコ 無形文化遺産登録をき っ

かけに、 一人ひと り が地域の食を 見直し 、 その重要性を理解し 、 郷土料理や行事食等を 次

世代に継承し ていこ う と する機運が高まっ ています。 本県に昔から 守り 伝えら れてき た数

多く の地域の伝統野菜や郷土料理などを 活かし 、 地域の食文化を 次代に受け継ぐ ための取

組みを進めます。

　 幼児期から の農林水産業に触れ、 体験する活動を 促進すると と も に、 農作物等の作り 方

や食べ方を 学ぶ味覚のレッ スン、 各地域の信仰や農事などと 関連し た行事食を学ぶ機会づ

く り 、 学校給食を 通じ て、 地域の農林水産業や郷土料理について学び食べる機会づく り な

ど、 子ども 達の体験機会を 充実さ せます。

〔 具体的取組み〕

⑴　 幼児期から の食農体験や地域の食文化を 学ぶ機会づく り

　 〇　 幼児期から 農作業等を体験する機会の提供

　 地域において、食文化や郷土料理に精通し た専門家や食育ボラ ンティ ア、Ｎ Ｐ О法人、
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農業団体などが連携し 、 保育所、 幼稚園、 各種団体などの園児や児童、 県民等に対し て

農林水産業に関する多様な体験機会を 提供し 、 楽し みながら 食や農林水産業に対する関

心と 理解を促し ます。

　 学校においては、 農林水産物の栽培、 収穫、 調理など農と 食を通し た一連の体験学習

や活動により 、 園児や児童・ 生徒の自然の恵みや生産者への感謝の気持ちを 育成し その

効果を家庭にまで広げます。

　 〇　 地域の食や食文化を 学ぶ料理教室の実施

　 地域の食文化や食材に精通し た専門家や農林漁業者、 食生活改善推進員や庄内浜文化

伝道師等と 連携し 、 園児や児童・ 生徒、 親子、 県民向けの郷土料理、 本県なら ではの干

し も の、漬物等の保存食、地元の農林水産物を 使っ たレ シピの紹介や料理講習会の開催、

学校給食での郷土料理の提供により 、 地域の食や食文化の普及と 継承を推進し ます。

⑵　「 やまがたの食」 の魅力発信と 販売促進活動の展開

　 〇　 県産農林水産物や県産加工品のＰ Ｒ と 販売促進活動の展開

　 消費者が県産農林水産物を購入し やすいよう に、 量販店での地場産コ ーナーの設置や

おいし い食べ方レシピの紹介など、 地産地消運動を 促進し ます。

　 また、県内や首都圏の飲食店、観光業等と の連携により 、県産食材を 利用し た料理フ ェ

アやマルシェ 等を 開催し 、 本県の食材・ 料理を Ｐ Ｒ し 、 県産農林水産物の認知度向上、

販路拡大につながる取組みを促進し ます。

　 さ ら に、 ウィ ズ・ ポスト コ ロナ時代における新し い生活様式に即し たニーズを 取り 込

むため、 農林漁業者や食品業者のイ ンタ ーネッ ト 販売等、 新たな販売チャ ネルでの販売

促進活動を支援し ます。 県産農林水産物の利用拡大と 新たな付加価値を創出する６ 次産

業化の拡大により 、 地域の農林水産業の産出額を はじ め関連産業における付加価値・ 県

民の所得の増大を図り ます。
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　 〇　 伝統野菜や郷土料理についての情報発信

　 県内の飲食店で伝統野菜や庄内浜の魚などの県内各地の食材を活かし たメ ニュ ーを 提

供する料理フ ェ アを 開催するなど、 実際に食べるこ と で食材や料理について理解し ても

ら う 取組みを 推進し ます。 こ のよう なメ ニュ ーのレ シピを 料理教室やイ ンタ ーネッ ト 等

で紹介するこ と で幅広い年代に郷土料理に触れても ら う 機会を つく り 、 次世代への継承

を 促進し ます。

　 さ ら に、 首都圏など県外において伝統野菜をはじ めと する本県の豊かな農林水産物や

地域固有の郷土料理を 知っ ても ら う 試食宣伝活動等を実施し 、 県産農林水産物の利用・

消費拡大に結びつけます。

⑶　 県産農林水産物の利用促進

　 〇　 学校給食における県産農林水産物の利用促進

　 学校給食での県産農林水産物等の利用を促進するためには、 市町村をはじ め教育・ 給

食関係者、 食材生産者・ 納入業者等の連携・ 協力が不可欠です。 地域における体制づく

り や地産地消メ ニュ ーづく り 等、 優れた市町村の取組みについて積極的に情報発信し 、

学校給食での県産農林水産物等の利用拡大を 促進し ます。

　 さ ら に、給食メ ニュ ーに郷土料理や旬の県産農林水産物を積極的に活用すると と も に、

農林漁業者と の交流給食や、 栄養教諭を 中心と し た学習活動等、 子ども 達の食や農業へ

の関心を 深め、 食に感謝する心を 育む取組みを促進し 、 県産農林水産物の利用、 消費拡

大につなげます。

　 〇　 食品製造業等における県産農林水産物の利用促進　 　 　 　 　

　 県産農林水産物の県内の最大の実需者である食品製造業等における県産農林水産物の

利用促進を図るため、 県産農林水産物の生産状況や、 食品業者が求める原材料の規格・

数量及び保有する設備・ 技術等に関する情報の収集と 分析を行い、 それに基づく 両者の

マッ チングを 強化し ます。
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⑷　 ６ 次産業化に取り 組む農林漁業者等と の連携

　 〇　 伝統的な食や食文化を伝える農産加工・ 農林漁家レスト ラ ン等の取組みの促進

　 農山漁村に伝えら れている 郷土料理や行事食、 その背景にある 地域の風土や食文化、

農の魅力を次世代に伝えるため、 産地直売所等で販売する加工品開発や、 それぞれの地

域で生産さ れた農林水産物を使っ た郷土料理等を 提供する農家レスト ラ ン等の起業、 ま

たそれら を核と する地域づく り を 支援し ます。

　 観光業等と 連携し 、 食を テーマに県内外の消費者が本県の食の魅力を楽し む機会を 創

出するこ と で、 伝統野菜を はじ めと する県産農林水産物の利用拡大を 促し 、 その効果を

農林水産業の生産拡大に結びつけます。

　

　 〇　 県産農林水産物を活用し た「 売れる商品」 開発の促進

　 消費者の食の志向（ 健康志向、 経済性志向、 簡便化志向） 等を反映し た新商品の開発

を 促進するため、 商品コ ンセプト をはじ め、 マーケティ ング、 食味、 パッ ケージデザイ

ン、 価格設定、 広報戦略、 販売等の一連の取組みに係る伴走型の支援を行い、 本県のブ

ラ ンド 力の高い県産農林水産物を 活用し た「 売れる商品」 開発を支援し ます。

　 〇　 試験研究機関等の指導・ 相談体制の強化

　 食品加工技術相談窓口において農林漁業者や食品製造業者の商品企画や販路拡大等の

相談にワンスト ッ プで対応すると と も に、 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ に沿っ た衛生管理の定着に向けた

現地指導や、 より 高度な指導が可能な専門家の派遣等を 実施し ます。

　 また、「 食品加工支援ラ ボ（ 県農業総合研究センタ ー内）」 を 活用し た試作や、 試験研

究機関が開発し た技術の移転や共同研究により 、 商品開発を支援し ます。 さ ら に、 研修

会の開催により 加工・ 販売・ 衛生管理等の知識・ 技術の習得を 支援し ます。
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　 南北に長く 、 四季が明確な日本には多様で豊かな自然があり 、 そこ で生まれた食文化も

また、 こ れに寄り 添う よう に育まれてきまし た。

　 こ のよう な、「 自然を尊ぶ」 と いう 日本人の気質に基づいた「 食」 に関する「 習わし 」 を、

平成25年12月、「 和食； 日本人の伝統的な食文化」 と 題し て、 ユネスコ 無形文化遺産に

登録さ れまし た。

　 1 　 多様で新鮮な食材と その持ち味の尊重 

　 　  　 日本の国土は南北に長く 、 海、 山、 里と 表情豊かな自然が広がっ ているため、 各地

で地域に根差し た多様な食材が用いら れています。 また、 素材の味わいを活かす調理

技術・ 調理道具が発達し ています。  

　 2 　 健康的な食生活を支える栄養バラ ンス

　 　  　 一汁三菜を基本と する日本の食事スタ イ ルは理想的な栄養バラ ンスと 言われていま

す。 また、「 う ま味」 を 上手に使う こ と によっ て動物性油脂の少ない食生活を 実現し

ており 、 日本人の長寿や肥満防止に役立っ ています。

　 3 　 自然の美し さ や季節の移ろいの表現

　 　  　 食事の場で、 自然の美し さ や四季の移ろい

を表現するこ と も 特徴のひと つです。 季節の

花や葉な ど で 料理を 飾り つけたり 、 季節に

合っ た調度品や器を利用し たり し て、 季節感

を楽し みます。

　 4 　 正月などの年中行事と の密接な関わり

　 　  　 日本の食文化は、 年中行事と 密接に関わっ

て育まれてきまし た。 自然の恵みである「 食」

を分け合い、 食の時間を共にするこ と で、 家

族や地域の絆を深めてき まし た。

出典　 農林水産省ホームページ

コ  ラ  ム 「 和食」 のユネスコ 無形文化遺産登録について

■「 和食」 の4つの特徴
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４ 　 食育・ 地産地消を推進する基盤づく り 　 　 　 　 　 　

〔 基本的考え方〕

　 食育・ 地産地消の取組みは幅広い分野に広がっ ています。 県民一人ひと り の実践につな

げる ためには、 県民はも と よ り 、 Ｎ Ｐ О等の団体、 企業や関係機関と の協働、 さ ら には、

管理栄養士やフ ード コ ーディ ネータ ー等の専門家の活躍が重要です。 関係者が相互に情報

共有や交流・ 連携を図り 、 効果的・ 効率的に推進するための組織づく り をはじ め、 人材づ

く り 、 普及啓発などを 促進し 、 県内における食育・ 地産地消の推進に向けた基盤と 体制づ

く り を 充実・ 強化し ます。

　 県内の食育・ 地産地消に係る多様な取組みが、 家庭や地域、 学校、 食関連産業等、 世代

や各界各層、 地域を越え広がるよう 、 様々な機会を 捉えて周知し ます。

〔 具体的取組み〕

⑴　 計画づく り ・ 組織づく り の推進

　 〇　 市町村の食育推進計画・ 地産地消促進計画の作成促進

　 全ての市町村において食育推進計画・ 地産地消促進計画が策定さ れ、 それに基づく 具

体的な取組みが実践さ れるよう 、 関係者の連携を 促すと と も に、 必要な情報提供や助言

等の支援に努めます。

　 〇　 食農教育実践組織のネッ ト ワーク 化の推進

　 食による心身の健康の維持・ 増進、 子ども や高齢者の食に関する課題への対応、 食文

化の継承、 食の魅力発信等に幅広く 対応でき るよう 、 農林水産業、 栄養、 教育関係、 Ｎ

Ｐ О等の様々な専門家や有識者等によ る 食農体験実践組織のネッ ト ワーク 化を 促進し 、

推進体制と 活動内容の充実を図り ます。

⑵　 人材の育成と 活用

　 〇　 次世代の食育・ 地産地消の推進を担う 人材の育成

　 各市町村における食生活改善推進員の新会員養成と 地域の食農体験指導者の育成など
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により 、 地域の食文化や郷土料理、 農林水産業に精通し 食育活動を 実践する人材を確保

し ます。

　 ……

　 〇　 農林水産業や栄養の知識を有する指導者の派遣

　 学校や地域における農林漁業体験や調理体験などの食農教育や地域の農林水産業に係

る学習活動、 心身の健康の維持・ 増進、 食文化の継承、 山形の食の魅力発信等の活動を

支援するため、 農林水産業や栄養・ 調理について知識や技術を 有する指導者を 派遣し ま

す。

　 　

⑶　 食育・ 地産地消の普及啓発

　 〇　 食育県民大会の開催や食育月間等での食に関する情報提供等啓発活動の推進

　 県や市町村、 食育関係団体などの連携により オール山形で食を通し た健康づく り を は

じ めと する食育・ 地産地消を推進し ます。 食育県民大会等を開催するほか、 デジタ ル技

術を 積極的に活用し 、 県民が主体的に食育を 実践する環境づく り を 進めます。

　 国が定める６ 月の「 食育月間」 及び毎月19日の「 食育の日」 を中心に、 家族等と 一緒

に食事を する共食や、 食への感謝の気持ちを 醸成するなど、 普及啓発を図り ます。 あわ

せて、 県産農林水産物の消費を 促す「 地産地消ウイ ーク 」 の取組みを 促進し ます。

　

　 〇　 プロスポーツチームと 連携し た学校における食に関する指導の実施

　 県内では、プロサッ カ ーチーム「 モンテディ オ山形」、プロバスケッ ト ボールチーム「 パ

スラ ボ山形ワイ ヴァ ンズ」 が活躍し ています。 子ども 達と そう し たプロスポーツチーム

選手等と の交流機会づく り を促進するこ と で、 バラ ンスの良い食事の大切さ 、 食と 運動

への理解を深め、 子ども 達の食を 大切にする心を 育成し ます。
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　 県は、 施策を総合的かつ計画的に取り 組むため、「 食育県民運動・ 地産地消推進本部」　 を

推進母体と し 、 県民運動と し て食育・ 地産地消を 推進し ます。

Ⅴ　 推進体制

 

  

 

 

   

 

 

 

 

学校、 保育所等

ボラ ン ティ ア
団体

食品関連
事業者

農林漁業者消費者団体

保健所、
医療機関

栄養･健康･

保健関係団体

推進会議 

 

（ 基本計画の作成）  

関係府省庁等による施策の 

立案・ 実施 

県 

 

（ 計画の作成・ 実施）  

市町村 

 

（ 計画の作成・ 実施）  

政府 

地域の特徴等を活かし た施策の立案、 実施 

連携 
連携 

食育県民運動・ 地産地消推進本部 

県 民  

相互に連携・ 協力し 県民運動と し て食育・ 地産地消を推進 相互に連携・ 協力し 県民運動と し て食育・ 地産地消を推進 
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食育県民運動・ 地産地消推進本部設置要綱

（ 趣旨）

第…１ 条　 山形県食育・ 地産地消推進計画（ 平成２３年３ 月決定） に基づき 、 食育の推進に係る

担い手が食育推進の方向性について理解を 共有し 、 相互に連携・ 協働し て主体的に行う 県

民運動（ 以下「 食育県民運動」 と いう 。） を推進すると と も に、 地産地消を 推進するため、

食育県民運動・ 地産地消推進本部（ 以下「 本部」 と いう 。） を設置する。

（ 所掌事項）

第２ 条　 本部の所掌事項は、 次のと おり と する。

　 ⑴　 食育県民運動の推進に関するこ と 。

　 ⑵　 地産地消の推進に関するこ と 。

　 ⑶　 山形県食育・ 地産地消推進計画の進行管理に関するこ と 。

（ 組織）

第３ 条　 本部は、 別記に掲げる団体並びに各市町村及び山形県をも っ て構成する。

２ 　 本部長は山形県知事を 、 副本部長は山形県農林水産部長を も っ て充てる。

３ 　 本部長は本部を 総括し 、 本部を 代表する。

４ 　 副本部長は本部長を 補佐し 、 本部長に事故があると き は、 その職務を 代理する。

（ 会議）

第４ 条　 本部の会議は、 本部長が必要に応じ て招集する。

２ …　 本部長は、 必要があると き には、 会議に構成員以外の団体又は個人を 出席さ せるこ と が

でき る。

（ 事務局）

第５ 条　 本部の事務を処理するため、 事務局を山形県農林水産部６ 次産業推進課に置く 。

（ 補則）

第６ 条　 こ の要綱に定めるも ののほか、本部の運営に関し 必要な事項は、本部長が別に定める。

　 　 附　 則

１ 　 こ の要綱は、 平成１９年６ 月１ 日から 施行する。

２ 　 夢未来やまがた食育推進本部設置要綱 ( 平成１８年１ 月１０日決定 ) は、 廃止する。
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　 　 附　 則

こ の要綱は、 平成２１年４ 月１ 日から 施行する。

　 　 附　 則

こ の要綱は、 平成２１年６ 月１２日から 施行する。

　 　 附　 則

こ の要綱は、 平成２３年６ 月１３日から 施行する。

　 　 附　 則

こ の要綱は、 平成２４年６ 月６ 日から 施行する。
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１ 　 山形県市町村教育委員会協議会

２ 　 山形県Ｐ Ｔ Ａ 連合会

３ 　 山形県高等学校Ｐ Ｔ Ａ 連合会

４ 　 …山形県私立幼稚園・ 認定こ ども 園Ｐ Ｔ Ａ

連合会

５ 　 山形県私立中学高等学校Ｐ Ｔ Ａ 連合会

６ 　 山形県国公立幼稚園・ こ ども 園会

７ 　 山形県保育協議会

８ 　 山形県児童館等連絡協議会

９ 　 山形県学童保育連絡協議会

10　 山形県連合小学校長会

11　 山形県中学校長会

12　 山形県高等学校長会

13　 山形県私立中学高等学校協会

14　 …山形県小・ 中・ 高等学校教育研究会

　 　 養護教諭連絡協議会

15　 山形県栄養教諭・ 学校給食栄養士会

16　 公益財団法人山形県学校給食会

17　 …特定非営利活動法人やまがた育児サー

ク ルラ ンド

18　 一般社団法人山形県医師会

19　 一般社団法人山形県歯科医師会

20　 公益社団法人山形県栄養士会

21　 山形県食生活改善推進協議会

22　 山形県農業協同組合中央会

23　 山形県指導農業士会

24　 山形県農村生活研究グループ協議会

25　 酪農教育ファーム認証牧場山形県連絡会

26　 全国農業協同組合連合会山形県本部

27　 おいし い山形推進機構

28　 公益社団法人山形県畜産協会

29　 山形県漁業協同組合

30　 山形県食品産業協議会

31　 やまがた食産業ク ラ スタ ー協議会

32　 山形県青果市場協会

33　 山形県水産物卸売協会

34　 山形県料理飲食業生活衛生同業組合

35　 山形県旅館ホテル生活衛生同業組合

36　 やまがた女将会

37　 山形県生活協同組合連合会

38　 山形県消費生活団体連絡協議会

39　 山形県中小企業団体中央会

40　 山形県商工会議所連合会

41　 山形県商工会連合会

42　 …公益社団法人日本青年会議所東北地区

山形ブロッ ク 協議会

43　 公益社団法人山形県観光物産協会

44　 山形県グリ ーン・ ツーリ ズム推進協議会

45　 山形県婦人連盟

46　 山形県土地改良事業団体連合会

47　 山形料理学校協会

48　 農林水産省東北農政局

（ R3. ２ 月現在の組織名で掲載）

別　 記
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食育・ 地産地消推進計画改定委員会設置要綱

（ 設置）

第…１ 条　 こ の要綱は、 食育・ 地産地消推進計画を 改定するため、 食育・ 地産地消推進計画等

改定委員会（ 以下「 委員会」 と いう 。） の設置に必要な事項を定める。

（ 所掌事項）

第２ 条　 委員会の所掌事項は、 次のと おり と する。

　 ⑴　 食育・ 地産地消計画の改定に関するこ と

　 ⑵　 前号に掲げるも ののほか、 目的を達成するために必要な事項

（ 組織）

第３ 条　 委員会は、 別表１ に掲げるも ので構成する。

２ 　 委員会に委員長及び副委員長を 置く 。

３ 　 委員長は、 委員会の事務を 総括する。

４ 　 副委員長は、 委員長を 補佐し 、 委員長が不在の時は、 その職務を代理する。

（ 会議）

第４ 条　 委員長は、 会議の議長と なる。

２ …　 委員長は、 必要があると き は、 委員会の会議に委員以外の者の出席を 求め、 意見を聞く

こ と ができ る。

３ 　 委員会の会議は、 原則と し て公開と する。

（ 事務局）

　 第…５ 条　 委員会の事務局を６ 次産業推進課に置き 、 事務局員は別表２ に掲げる所属の職員

を も っ て充てる。

（ 補則）

　 第…６ 条　 こ の要綱に定めるも ののほか、 委員会の運営に関し 必要な事項は、 委員長が別に

定める。

附　 則

こ の要綱は、 平成27年12月７ 日から 施行する。

こ の要綱は、 平成28年１ 月15日から 施行する。

こ の要綱は、 令和２ 年７ 月１ 日から 施行する。
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別表１

団　 　 体　 　 名 役　 　 職 氏　 　 名 摘　 要

１ 宮城学院女子大学現代ビジネス学部 教 授 宮原　 育子 委員長

２ 山形県農業協同組合中央会 総務農政部長 大武　 義孝

３ やまがた食育ネッ ト ワーク 代 表 岡田まさ え

４ ル・ ベール蔵王 取 締 役 社 長 川﨑　 禮子

５
アグリ ラ ンド 産直センタ ー
運営協力会学校給食生産倶楽部

代 表 黒田　 祐一

６ 山形県食生活改善推進協議会 会 長 沼澤紀美子

７ 山形県Ｐ Ｔ Ａ 連合会 会 長 佐藤　 博之

８ 一般社団法人置賜自給圏推進機構 専 務 理 事 井上　 　 肇

９ 公益社団法人山形県栄養士会 会 長 西村恵美子

1 0 山形県立北村山高等学校 校 長 小林由美子

別表２

所　 　 　 属　 　 　 名

山形県防災く ら し 安心部食品安全衛生課

山形県環境エネルギー部循環型社会推進課

山形県子育て若者応援部子育て支援課

山形県子育て若者応援部子ども 家庭課

山形県健康福祉部健康づく り 推進課

山形県農林水産部６ 次産業推進課

山形県教育庁スポーツ保健課
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